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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

幼年期 １．出産期（出産前後）の生活支援等（妊婦・出産）（乳児）

8 幼年期 1
（出産を控える母子）

子ども
一時預かり

◆子育て短期ショートステイ：子育てに疲れた時などに子どもを施
設で預かり、保護者の精神面のフォローを行う。【全国一律】

充分な事業周知が必要。 広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

地域子ども・子育て支援事
業費　県 1/3（子育て短期
支援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福

保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 2 妊産婦の生活支援

◆子育てに疲れた時などに子どもを施設で預かり、保護者の精神
面のフォローを行う。

充分な事業周知が必要。 広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

地域子ども・子育て支援事
業費　県 1/3（子育て短期
支援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福

保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 3 出産費等の支援

◆助産制度：生活保護世帯や非課税世帯で生活困窮の妊婦に対
し分娩費用を補助する。

本人の健康状態の把握。 指定病院との連携 助産施設入所委託　国 1/2
県 1/4

福

出産に係る経済的負担の
軽減を図ることにより、疾病
の早期発見・早期治療を促
進し、健康の保持及び健全
育成を図る

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

1
2

幼年期 4 妊産婦支援

◆妊娠届出にアンケートを実施し、安心して妊娠・出産・子育てが
できるよう必要な情報やお知らせをすると共に不安や悩みの相談
を受ける。◆年に３回、ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏ教室（妊娠中の生活、出産につい
て、呼吸法、妊婦体操他、妊娠中と授乳期の食生活、妊娠中の歯
の健康など）を開催し、安心して妊娠・出産・育児ができるように支
援。また、妊婦同士の交流や、父親の役割を考える機会ともなり父
親の育児参加の支援の場にもなっている。
【市単独】
◆母子健康手帳（発行数250～300）を健康対策課で交付している。
他の配布物は、母子保健サービス一覧、各種パンフレット、一般健
康診査受診票（妊婦14枚・乳児２枚）

妊娠・出産・育児に不安が
あったり、高齢妊婦が増加
傾向にあること、妊娠期を
通して喫煙を継続する妊婦
が３％前後いること等育児
支援や早産予防、虐待予
防の観点から、全妊婦に保
健師が面接し、妊娠期から
切れ目なく支援していくこと
が必要。

母子健康手帳交付時に保健
師が全来所者に面接を行い
支援する。

無

健

妊娠期から出産後も切れ目
のない支援体制をとること
で、安心して育児ができる
ようにする。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 5
出産費等の支援
（出産育児一時金

の支給）

◆出産育児一時金の支給（国保被保険者）：支給額42万円（産科
医療保障制度対象外の場合は40万4千円）の支給制度がある。
（加入している健康保険から支給）

香南市国民健康保険条例
に基づき実施（健康保険法
に基づく） 保

継続して支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

3 幼年期 6 乳児訪問

◆生後４カ月までの乳児がいるすべての家庭を保健師が訪問し、
子どもの発達状況や母親の健康状態を確認し、育児不安の解消
と、乳児家庭の孤立化を防ぎ、必要な支援につなげ、乳児の健全
な生育環境の確保に努める。

こんにちは赤ちゃん訪問率
は上昇し高く推移している
が、維持できていくように図
る。また、退院後、１カ月健
診までにしんどさを抱える
産婦も多いことが予想され
るため、赤ちゃん訪問の時
期が適切かどうか、把握し
ていく必要がある。

赤ちゃん訪問の時期のデー
タ収集と分析
母親のニーズの把握

地域子ども子育て支援事業
費補助金

健

生後4ヶ月までに全乳児の
家庭に対応し育児の不安
解消や健全な生育環境を
図る。

継続支援

▲

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

4 幼年期 7
育児相談・母乳相談・

離乳食講習会

◆育児相談・母乳相談を月１回開催し、１歳未満の子どもの発達状
態や母親の健康状態、育児の様子などから育児不安の軽減を図り
必要な支援につなげる。母親同士の交流を深め、孤独育児の軽減
につなげる。離乳食講習会は、３，４カ月児の保護者を対象に２カ
月に１回開催し、発達に応じた離乳食の進め方や素材の味を生か
した調理方法など、講習会を通じて離乳食全般を支援する。

育児相談・母乳相談：（課
題）利用者多く（新規対象者
＜継続利用者）、待ち時間
が長くなる事がある。
離乳食講習：（効果）情報が
氾濫し、核家族が進む中、
発達に応じた離乳食の進め
方などの個々に応じた情報
を提供し、母親を支援する
必要がある。

育児相談・母乳相談：対象者
全員に個別案内しているた
め、周知はされており、保護
者の利用意向により参加し
ていると考えられる。
スムーズな流れとなるようス
タッフ数の調整・待ち時間の
軽減を図る。
離乳食講習会：講習会以外
でも電話・訪問などで個別に
対応する。

無

健

育児不安の解消や健全な
発育のための母乳、離乳食
指導を図る。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 8 乳幼児健診

◆乳幼児の成長・発達を確認し、疾病の早期発見、健やかな成長
のために必要不可欠な食事や生活リズムに関する相談や支援を
行う。4カ月、10カ月、1歳7カ月、２歳3カ月、３歳４カ月健診を毎月
実施。１歳７カ月健診では臨床発達心理士による行動観察を実
施。対象者には文書通知。

・年齢が上がるにつれ受診
率が下がる傾向がある。
・生活時間の多様化により
生活リズムが乱れてきてお
り、乳幼児期からの健康教
育が重要になっている。

・引き続き広報、ホームペー
ジ、ポスター等で健診の必
要性、意義・目的を説明し、
受診率をあげる。

無

健

乳幼児の健康状態の確認
や発育や育児環境の整備
を図る。

継続支援

▲

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 ２．親と子どもへの生活支援等（働く親と子・一人親と子）

◆保育所では、早朝、延長保育時間を含め7:30～18:45の間、保護
者が安心して働けるよう、保護者の就労時間に応じて子どもを保育
している。香我美・夜須幼稚園では、（ニーズに対応した）預かり保
育（早朝7:30～/降園～18:30）を実施している。

野市幼稚園、野市東幼稚
園で預かり保育を実施して
いない。

野市幼稚園、野市東幼稚園
で預かり保育実施に向け
て、平成28年度に施設整備
を行い、平成29年度から受
入を開始する。

（国）子ども・子育て交付金
1/3
（県）地域子ども・子育て支
援事業費補助金 1/3

こ

幼稚園での一時預かり事業
（預かり保育）を平成29年度
から未実施の野市幼稚園と
野市東幼稚園で開始する。

全7保育所と香我
美・夜須幼稚園で実
施

○

全7保育所と香我美・
夜須幼稚園で実施
野市・野市東幼稚園
の施設整備
27年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

全7保育所と全4幼稚
園で実施
28年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

全7保育所と全4幼稚
園で実施
29年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

全7保育所と全4幼稚
園で実施
30年度の実施状況
について香南市子ど
も・子育て会議で進
行管理

全7保育所と全4幼稚
園で実施
35年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

◆（新）子育て中の家庭を支援するため平成28年度中にファミリー・
サポート・センターを開設し、育児の支援をして欲しい人のマッチン
グを行い、会員相互での育児支援ができるようにする

登録会員の確保 広報、ホームページでの事
業の周知及び関係機関と連
携して事業を進める。

(県)ファミリー・サポート・セ
ンター運営費補助金２／３

こ

子育て支援サービスとして
継続支援

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 10

◆子育て短期ショートステイ：子育てに疲れた時などに子どもを施
設で預かり、保護者の精神面のフォローを行う。

充分な事業周知が必要。 広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

地域子ども・子育て支援事
業費　県 1/3（子育て短期
支援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福

保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

6

◆市民税非課税世帯・均等割非課税世帯・市民税所得割48,000円
未満の世帯への保育料軽減措置を実施している。

低所得の一人親家庭の子
育て支援として有効的な施
策で有り、継続していく必要
がある。

交付税

こ

保育料は、国の示す基準を
上限に市町村で決定してい
る。今後も、県内市町村の
状況等を勘案してサービス
内容を検討する。

保育所・幼稚園保育
料で実施

○

保育所・幼稚園保育
料で実施
27年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

保育所・幼稚園保育
料で実施
28年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

保育所・幼稚園保育
料で実施
29年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

保育所・幼稚園保育
料で実施
30年度の実施状況
について香南市子ど
も・子育て会議で進
行管理

保育所・幼稚園保育
料で実施
35年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

◆（新）H28.4～香南市寡婦（夫）控除のみなし適応を実施する。（幼
稚園・保育所・認定こども園などの保育料、放課後児童クラブ保護
者負担金、保育所での一時預かり料）

充分な事業周知が必要。 広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

無

こ

子育て支援サービスとして
継続支援

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援
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11幼年期

◆
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時

項目 事業名 説　　　明

◆
乳
幼
児

共働き夫婦
のための

子育てへの支援

補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要

幼年期 9

期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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所
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6
17

幼年期 12

◆児童扶養手当、母子家庭等自立支援事業（就労に結びつく資格
を取得するための受講料や生活費の補助）がある。【全国一律】
◆母子生活支援施設への入所委託事業がある。【全国一律】
◆父または母と生活を共にしていない児童を養育している母子・父
子家庭等の生活の安定と自立を助ける為の手当支給：DV被害者
など児童のいる要保護者の入所支援・自立支援給付
◆子育て短期ショートステイ：子育てに疲れた時などに子どもを施
設で預かり、保護者の精神面のフォローを行う。【全国一律】
◆(新)香南市寡婦(夫)控除のみなし適用を実施する。Ｈ28.4～

児扶手：法に則った扶助費
の給付
・母子生活：情報の取り扱
い
・母子家庭対策：給付費の
継続
・子育て短期：充分な事業
周知が必要。

関係課や関係機関との情報
共有および継続給付支援。
広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

児童扶養手当　国費 1/3
母子生活支援施設入所委
託　国 1/2　県 1/4
母子家庭等対策総合支援
国 3/4
地域子ども・子育て支援事
業費　県 1/3（子育て短期
支援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福

給付により、最終的に自立
した生活が送れるよう継続
支援
迅速な入所支援の継続
保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

6
16

◆ひとり親家庭医療費助成事業：配偶者のいない父又は母と18歳
未満の子ども（所得税非課税世帯又は世帯の総所得が200万円以
下【市単独】）等に対して、医療費の一部負担金を助成する。【保】

事業は、申請に基づき助成
するため、制度の周知を行
うよう普及啓発を図っていく
必要がある。

市のホームページ・広報誌
に掲載しているが、更に周知
方法を検討する。

市単事業：世帯の総所得が
200万円以下

保

継続して支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆（新）H28.4～香南市寡婦（夫）控除のみなし適用を実施する。
【保】

充分な事業周知が必要。 広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

無

保

継続して支援 継続して実施

－
継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

6 幼年期 14

◆一人親に限らず母子手帳交付時、訪問指導や電話相談、乳幼
児健診、広報誌、ホームページなど多様な機会・媒体を活用し、子
育てに関する正しい知識や情報の提供、相談支援を行っている。

一人親に限らず、全妊婦に
保健師が面接し、様々な機
会を活用して妊娠期から子
育て期まで切れ目なく支援
していくことが必要。

様々な機会を活用して周知
していく。。

 無

健

継続して支援 継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

9 幼年期 15 子ども一時預かり

◆保護者の病気等により、家庭において一時的に保育することが
困難になった、満１歳から就学前までの子どもの一時預かりを３保
育所（赤岡、香我美おれんじ、夜須保育所）で実施している。利用
日数は週3日を限度とし、出産・入院中は限度日数について相談に
応じる。

事業利用者は毎年増加傾
向であり、子育てがしやす
い環境を整えるため今後も
引き続き必要な事業であ
る。

継続して受入体勢を充実す
る。

（国）子ども・子育て交付金
1/3　（県）地域子ども・子育
て支援事業費補助金 1/3

こ

現体制で平成31年度まで
サービス提供可能となって
いるが、利用実績の推移を
見守りながら、適宜、確保
等に務める。

３保育所（赤岡、香
我美おれんじ、夜須
保育所）で実施

○

３保育所（赤岡、香我
美おれんじ、夜須保
育所）で実施
27年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

３保育所（赤岡、香我
美おれんじ、夜須保
育所）で実施
28年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

３保育所（赤岡、香我
美おれんじ、夜須保
育所）で実施
29年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

３保育所（赤岡、香我
美おれんじ、夜須保
育所）で実施
30年度の実施状況
について香南市子ど
も・子育て会議で進
行管理

３保育所（赤岡、香我
美おれんじ、夜須保
育所）で実施
35年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

幼年期 16 病後児保育

◆（新）保育所等に通園中の児童が、病気の回復期であり、かつ、
当面の症状の急変が認められない場合において、勤務の都合・病
気・出産等の理由がある保護者に代わって一時的に保育する事
業。平成29年度より実施予定。

平成29年度開設に向けて
条件整備を行う。

関係機関と連携し、受入施
設及び体勢の整備を行う。

（国）子ども・子育て交付金
1/3　（県）保育サービス等
総合推進補助金 1/3

こ

平成29年度に総合子育て
支援センター（仮称）と併設
して開設することを目標とす
る。

子育て支援作業部
会で事業内容の検
討

○

子育て支援作業部会
で事業内容の検討
新築移転後の現山南
公民館の施設改修設
計

改修工事を実施し、
完成次第事業開始

事業実施
29年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

事業実施
30年度の実施状況
について香南市子ど
も・子育て会議で進
行管理

事業実施
35年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

幼年期 17
親子支援

（障害児支援）

◆長期休暇中の障害児の預かり事業を実施している。
　

新規児童の受け入れもして
いるが、問い合わせ件数も
多く、受入れ体制を充実さ
せる必要がある。

委託先との人員体制の協議
により、受け入れ施設の拡
充を検討していく。

在宅障害者支援事業費補
助（障害児長期休暇支援事
業） 福

委託先の人員増および専
門の受入れ施設の設置

継続支援

－

人員増、受け入れ施
設の拡充検討

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 ３．健康・健やかな成長への支援

13

◆保育所・幼稚園では、食べる楽しさや食べ物のおいしさを知り、
生活リズムの基礎や正しい食習慣を身につけ、食を楽しむ心を育
てるような事業を実施し、子育て支援センターでは、食育講演会や
試食等を通じて食を楽しむ心を育んでいる。

乳幼児期における望ましい
食習慣の定着及び食を通じ
た人間形成の育成、家族関
係作りによる心身の健全育
成を図るため、食に関する
取組みを進めていく必要が
ある。

保育所・幼稚園・子育て支援
センターにて食育事業を実
施する。

無

こ

「香南市第2期食育推進計
画」を基本に、食育を通じた
健康づくりを推進する。

保育所・幼稚園・子
育て支援センターで
実施

○

保育所・幼稚園・子育
て支援センターで実
施
27年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議と香南市
食育推進会議で進行
管理

保育所・幼稚園・子育
て支援センターで実
施
28年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議と香南市
食育推進会議で進行
管理

保育所・幼稚園・子育
て支援センターで実
施
29年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議と香南市
食育推進会議で進行
管理

保育所・幼稚園・子
育て支援センターで
実施
30年度の実施状況
について香南市子ど
も・子育て会議と香
南市食育推進会議
で進行管理

保育所・幼稚園・子育
て支援センターで実
施
35年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議と香南市
食育推進会議で進行
管理

◆家庭や保育所、幼稚園と連携した食育の取組み、食べることの
楽しさや食への関心を高め、食を通した体験などで食を楽しむ心を
育てることの大切さを啓発する。また、幼児期からの望ましい生活
習慣の改善に向け子どもの保護者向けに乳幼児健診等でのアド
バイスを行っている。

朝食欠食の改善及び朝食
内容の改善と食への意識
向上を図り、基本的生活習
慣の改善を促す。

保育所・幼稚園、子育て支
援センターにて食育事業を
実施する。また、乳幼児健診
等で保護者への支援を行
う。

無

健 同上 同上 ○ 同上 同上 同上 同上 同上

11 幼年期 19
本の読み聞かせ

 乳幼児健診
（１０カ月）含む

◆乳児健診（10カ月）時にボランティアの協力を得て、親子のふれ
あいの促進と乳幼児期から絵本に親しみ、読み聞かせの大切さの
啓発をし、健診受診者には絵本を1冊贈呈（ブックスタート事業）す
る。【健】
◆各保育所・幼稚園では、外部講師による読み聞かせ（就学前読
書活動）を行っている。【こ】

読み聞かせにより、子ども
たちに絵本の楽しさに気づ
かせたり、読書への興味関
心を高めたりすることで子
どもの感性を伸ばすことや
親子のふれあいの促進の
ために必要な事業であり、
一過性のものではなく継続
した取組みが必要である。
【こ】

継続実施 無

健 こ

香南市子ども・子育て支援
計画、香南市子ども読書活
動推進計画に基づき実施
する。【こ】

ブックスタート事業、
就学前読書活動を
実施

○

ブックスタート事業、
就学前読書活動を実
施
27年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

ブックスタート事業、
就学前読書活動を実
施
28年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

ブックスタート事業、
就学前読書活動を実
施
29年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

ブックスタート事業、
就学前読書活動を実
施
30年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

ブックスタート事業、
就学前読書活動を実
施
35年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

12 幼年期 19
本の読み聞かせ

◆図書館主事業や読書ボランティア団体の協力を受けながら子ど
もに読み聞かせを行っている。

本年度は図書館クラブに新
たな会員が加入するなど成
果がありましたが、まだまだ
新たなボランティアの養成
が必要。

・本の読み聞かせ団体の活
動支援
・読書ボランティア養成講座
を実施
・子ども司書養成講座等で
読み聞かせの必要性を説明
しながらボランティア増に結
びつける活動を行う。

無

生

読書ボランティア養成講座
の実施。

読書ボランティア養
成講座の実施。

○

読書ボランティア養成
講座の実施。

読書ボランティア養成
講座の実施。

読書ボランティア養成
講座の実施。

読書ボランティア養
成講座の実施。

読書ボランティア養
成講座の実施。

5
7
10

◆５カ所の子育て支援センタ-では、妊婦や０歳から就学前の子ど
もと保護者等を対象に、育児相談や交流の場の提供、子育て関連
情報の提供などの子育て支援を行っている。また、2カ所の幼稚園
では、月2回園庭を解放して、就学前の子どもと保護者の交流の場
の提供や育児相談などの子育て支援を行っている。
◆保健師との連携により、健診等で気になる親子への支援セン
ター利用を促し、親子が孤立したりしないように、いつでも相談でき
る支援者の存在を知ってもらう。

すべて保育所及び幼稚園
内の施設で行っているた
め、子育て支援センターの
スケジュールが園行事に影
響される場合がある。各子
育て支援センターの利用状
況にばらつきがある。子ど
もの特性や母親の育児不
安など子育て家庭が抱えて
いる課題が多岐にわたり深
刻化している。

平成29年度に、現行の5カ所
の子育て支援センターを1つ
に統合して支援内容の充実
を図る。また、健康対策課、
福祉事務所などの関係課と
の連携を密にして子育て家
庭への専門性を生かした総
合的な支援を実施する。

（国）子ども・子育て交付金
1/3　（県）地域子育て支援
拠点運営事業費補助金
1/3

こ

平成29年度に総合子育て
支援センター（仮称）を開設
する。

子育て支援作業部
会で事業内容の検
討

○

子育て支援作業部会
で事業内容の検討
新築移転後の現山南
公民館の施設改修設
計

改修工事を実施し、
完成次第事業開始

事業実施
29年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

事業実施
30年度の実施状況
について香南市子ど
も・子育て会議で進
行管理

事業実施
35年度の実施状況に
ついて香南市子ども・
子育て会議で進行管
理

◆（新）子育て支援の各種行政サービスや地域の子育てに関する
情報を冊子にまとめた「香南市子育てガイドブック」を作成し、平成
28年度からホームページで子育て情報サイトを開設する。合わせ
て、登録した子育て世帯へメール配信をし、各種健診や予防接種、
育児学級など子育てに関するタイムリーな情報も提供していく。

ホームページやメール配信
が有効に活用されること。

有効活用されるように市民
に広く周知することと、内容
を充実すること。

（国）生活等緊急支援のた
めの交付金１０／１０
メール配信は無

こ

子育て支援サービスとして
継続支援

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

◆
療
養
時
等
の
預
か
り

◆
一
人
親
家
庭

一人親家庭
へのサポート

13幼年期

◆
心
身
の
健
や
か
な
成
長

◆
心
身
の
健
や
か
な
成
長

18 食育の推進幼年期

子育て支援20幼年期

H27は２０件の問い合わせがあり、う

ち６件が申請を行い受け入れている。

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート
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計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

幼年期 21
すまいる＆すまいる

(親子支援相談）

◆保健師が臨床発達心理士や言語聴覚士のアドバイスも交えな
がら、保護者の不安、困りごと、発達や遊び、生活習慣などを総合
的に相談や支援を行う。また、子育て支援センター保育士に、年齢
に応じた遊びや発達を促す遊びの関わり方なども協力を得る。

子どもの特性や育児不安な
ど、子育て家庭が抱えてい
る課題への対策が必要で
ある。

臨床発達心理士や言語聴覚
士の専門的なアドバイスも
交えながら、保健師が対象
児の発達にあわせた関わり
方の支援、保護者の不安、
困りごとに寄り添う支援を行
う。

無

健

個々の成長、発達や生活状
況に合った相談支援。

月1回主に幼児健診
後の個別相談として
実施。

○

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

幼年期 22
子どもに関する

相談

◆専門の相談員による就学前保護者を対象とした「子ども相談室」
や「ほのぼの相談」を行い、子どもに関する悩みや不安について相
談を受け付けている。

合併以前から取り組んでい
る定着した事業であり、相
談ニーズも高く今後も継続
していく必要がある。

継続実施 無

こ

香南市子ども・子育て支援
計画に基づき実施する。

子ども相談室・ほの
ぼの相談を実施

★

子ども相談室・ほの
ぼの相談を実施
27年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

子ども相談室・ほの
ぼの相談を実施
28年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

子ども相談室・ほの
ぼの相談を実施
29年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

子ども相談室・ほの
ぼの相談を実施
30年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

子ども相談室・ほの
ぼの相談を実施
35年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

幼年期 23
特別支援
保育・教育

◆特別支援保育コーディネーターを配置し、専門相談員による相談
等特別な支援を必要とする子どもの特性に応じた適切な指導や支
援を行い、早期発見・早期支援につなげる。

平成24年度から開始してい
る事業だが、年々ニーズが
高くなってきており、相談
ケース数の増加や進級・就
学前後に申し込みが集中
するなど、新規相談が2カ
月待ちの時期もある。

特別支援教育・保育におけ
る職員の資質向上と所園の
組織的取組みの充実をさら
に進め、各所園の特別支援
コーディネーターとの連携に
より相談対象となるケースの
見極めを行い、効率的な相
談の実施内容にする。

（県）特別支援保育・教育推
進事業費補助金 1/2

こ

特別支援の対象となる子ど
もは増加傾向であり、早期
の支援が重要であるため、
今後も事業内容を検討しな
がら継続していく。

いきいき香南っ子相
談事業の実施

○

いきいき香南っ子相
談事業の実施
27年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

いきいき香南っ子相
談事業の実施
28年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

いきいき香南っ子相
談事業の実施
29年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

いきいき香南っ子相
談事業
30年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

いきいき香南っ子相
談事業
35年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

14 幼年期 24
三世代交流
イベント推進

◆町民運動会・親子マリンスポーツ教室・親子サッカー教室・三世
代交流凧揚げ大会・三世代交流地引き網大会等の開催をしてい
る。【生】
◆地域密着型の三世代交流により、地域活性化を推進する。【生】

事業実施が当日の天候に
よって左右され、参加予定
者、来場者への周知が難し
い。【生】

当日決定のため、電話対
応、現地対応に限定される。
また、天候に左右されない事
業の検討を行う。【生】

無

生 地

現状のまま継続。（三世代
交流凧揚げ大会：マスコミを
通じて周知されており多数
の参加者がある。親子地引
き網大会：香南市内全小学
校に文書で周知しており多
数の参加がある。）【生】

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

幼年期 25
香南市福祉医療費助
成事業（乳幼児等・障

害児・者）

◆香南市に住所があり、健康保険の加入者で０歳から１５歳に達す
る日以降の最初の３月末までの間、医療機関で受診する際の健康
保険適用分の一部負担金を助成する。【保】
◆身体障害者手帳１～３級または療育手帳を取得した人の健康保
険適用分の自己負担金を助成する。【福】

県単事業：1歳未満の乳児・住
民税非課税世帯の幼児（補助
率1/2）
県単事業：児童手当の本則給
付世帯の幼児（補助率1/4）
県単事業：上記に該当し第3子
以降の幼児（補助率1/2）
県単事業：対象者は、身体障
害者手帳1・2級または療育手
帳A1・A2を取得した人及び身
体障害者手帳3級または4級
かつ療育手帳B1・B2を取得し
た人。一部所得制限有。（補助
率1/2）
市単事業：児童手当の本則給
付世帯以外の幼児
市単事業：小学生・中学生
市単事業：対象者は、身体障
害者手帳3級または療育手帳
B1・B2を取得した人。所得制
限有り。

保 福

継続して支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施（対象
者を高校卒業までに
拡大を検討）

継続して実施（対象
者を高校卒業までに
拡大を検討）

幼年期 26
子どもの定期

予防接種

◆予防接種法に基づき、ヒブ、小児肺炎球菌、4種混合、ＢＣＧ、麻
しん風しん、水痘、日本脳炎、二種混合等の予防接種を実施し、感
染症の発病、重症化予防、蔓延を防ぐ。子宮頚がんについては平
成25年6月に積極的な接種勧奨を差し控えている。

乳児期に接種するものは接
種率が高いが、追加接種や
3歳以降で実施するものは
低い。

訪問や健診等の機会ごとに
時期に応じた予防接種の受
け方を助言する。

無

健

麻疹・風疹は接種率95％以
上、その他の予防接種も接
種率の向上をめざす。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 27

◆
予
防
・
医
療

児童手当

◆中学校修了前までの児童を養育している方（父又は母では所得
の高い方）に支給される。
支給額
①所得制限額未満である者
・３歳未満　月額１万５千円
・３歳以上小学校修了前（第１子・第２子）　月額１万円
・３歳以上小学校修了前（第３子以降）　月額１万５千円
・中学生　月額１万円
②所得制限額以上である者　特例給付　月額５千円
※　所得制限額は、受給者の所得が622万円（扶養親族等及び児
童がいない場合）を基準とする。

0歳～3歳未満：被用者　事業
主(補助率7/15)、国(16/45)、
県(4/45)、市(4/45)
0歳～3歳未満：非被用者　国
(2/3)、県(1/6)、市(1/6)
3歳～中学校修了前：被用者・
非被用者　国(2/3)、県(1/6)、
市(1/6)
特例給付（所得制限以上）受
給者　国(2/3)、県(1/6)、市
(1/6)

保

継続して支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆
心
身
の
健
や
か
な
成
長

◆
予
防
・
医
療

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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介
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年

人
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地
域
支
援
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福
祉
事
務
所

こ
ど
も

15 幼年期 28 障害児相談

◆障害児の保護者の相談に応じ、必要な障害福祉サービス情報
の提供を行うなど、障害児の支援を行う
（精神保健福祉士３名　社会福祉士１名）

相談委託事業所の啓発や
障害福祉サービスを利用す
るうえにおいて、計画書の
作成が義務づけられたので
制度の周知。

関係機関との情報交換など
で、障害福祉サービスの情
報提供を行い制度の利用促
進を図る。

地域生活支援事業（地域活
動支援センター事業）　国
1/2　県 1/4

福

委託事業継続により、相談
専門員を増員しての相談支
援体制の強化を図り、より
よい障害福祉サービスの提
供を図る

業務委託継続支援

▲

業務委託継続支援 業務委託継続支援 業務委託継続支援 業務委託継続支援 業務委託継続支援

幼年期 29
地域こども
見守り体制

◆要保護児童対策地域協議会を設置し、代表者会義、実務者会
議、地域支援者会議、個別ケース検討会議の4層構造により登録
ケースについては関係機関と連携して総合的な対応を行っている。

早期における虐待情報や
家庭環境の把握が必要

地域の民生委員児童委員と
の連携および地域支援者会
議の拡充を図る。

無

福

香南市全域における（各中
学校区）地域支援者会議の
設置

香我美中学校区で
の設立準備
関係機関：香我美中
学校・教育委員会・
香我美町民生委員
児童委員協議会と
の合議

▲

香我美中学校区設立 赤岡・吉川中学校区
での設立準備
関係機関：香我美中
学校・教育委員会・赤
岡町・吉川町民生委
員児童委員協議会と
の合議

赤岡・吉川中学校区
での設立

野市中学校区での
設立準備
関係機関：香我美中
学校・教育委員会・
野市町民生委員児
童委員協議会との合
議
32年度　野市中学校
区設立

地域支援者代表者協
議会（仮称）設立

幼年期 30
香南市在宅介護
手当支給事業

◆在宅介護者に介護手当支給。8,000円／月 対象者が明確でなく、周知
が不十分。

規則改正により、対象者を
明確にし、広報や関係機関
を通じて周知していく。

無

福

介護者の生活苦軽減のた
め継続支援。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 31
香南市心身障害児福

祉年金事業

◆心身に障害のある児童の保護者に対して年金支給。　4,000円／
月

無

福

将来、年金を児童の福祉の
ために継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

幼年期 32
未熟児養育医療

給付事業

◆未熟児で生まれた赤ちゃんの指定養育医療機関で入院治療に
要する費用を公費で負担する。
※　未熟児とは、体重が2,000g以下で生まれた乳児、または体重
が2,000gより大きくても特に生活力が弱い乳児（症例により判断）

未熟児養育医療費等国庫
負担金（補助率 1/2）
高知県養育医療費負担金
（補助率 1/4） 保

継続して支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

幼年期 33
家庭内暴力・
ＤＶ相談室

◆生活全般に関わる相談業務を人権課及び赤岡・吉川両市民館
において、日々行っており、家庭内暴力・ＤＶ相談を含めた相談等
があれば関係機関（市：福祉事務所、教育委員会、住宅管財課、そ
の他：警察、女性センター等）と連携し対応している。

相談窓口の周知 市民館だよりや窓口表示を
行い、周知に努める。

人

家庭内暴力等の防止・根絶 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

幼年期 34
児童虐待防止

啓発

◆児童・乳幼児に対するあらゆる暴力・虐待の根絶に向けて、各種
イベント会場でのパネル・ポスター展示による啓発や市広報誌への
啓発記事記載等の実施を行うなどの取り組みを推進している。

児童虐待の防止・根絶に特
化した啓発の機会が少な
い。

あらゆる機会を捉え、啓発を
行う。

無

人

児童虐待の防止・根絶 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

就学期 １．親と子への支援

24

◆児童クラブを5小学校で実施し、共働き家庭等の児童［1～3年生
（一部6年生まで）］を放課後から18時まで預かっている。
◆ファミリー・サポート・センターの設置

野市町地区３小学校区の
ニーズが高いこと、子ども
子育て支援新制度の施行
による小学校6年生までの
受入拡大により、受入可能
な施設整備が必要である。

平成28年度から29年度にか
けて施設整備を行う。

（県）放課後児童クラブ推進
事業費補助金 2/3

こ

高学年の受入が可能にな
るように野市小学校区、佐
古小学校区、野市東小学校
区で施設整備を行い、平成
２９年度までに順次高学年
の受入を開始する。

野市小学校第3児童
クラブの新築

○

佐古小学校第2児童
クラブ新築、野市東
小学校児童クラブ改
築
27年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

全児童クラブで小学
校6年生までの受入
を開始
28年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

事業実施
29年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

事業実施
30年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

事業実施
35年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

◆（新）子育て中の家庭を支援するため平成28年度中にファミリー・
サポート・センターを開設し、育児の支援をして欲しい人のマッチン
グを行い、会員相互での育児支援ができるようにする

登録会員の確保 広報、ホームページでの事
業の周知及び関係機関と連
携して事業を進める。

(県)ファミリー・サポート・セ
ンター運営費補助金２／３

こ

子育て支援サービスとして
継続支援

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

就学期 2

◆子育てに疲れた時などに子どもを施設で預かり、保護者の精神
面のフォローを行う。

充分な事業周知が必要。 広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

地域こども・子育て支援事
業費　県1/3（子育て短期支
援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福

保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

就学期 3 児童手当

◆中学校修了前までの児童を養育している方（父又は母で所得の
高い方）に支給される。手当月額は、3歳未満が15,000円、3歳から
小学校修了前が10，000円、中学生は10,000円で所得制限以上の
方は5,000円になる。

0歳～3歳未満：被用者　事
業主(補助率7/15)、国
(16/45)、県(4/45)、市(4/45)
0歳～3歳未満：非被用者
国(2/3)、県(1/6)、市(1/6)
3歳～中学校修了前：被用
者・非被用者　国(2/3)、県
(1/6)、市(1/6)
特例給付（所得制限以上）
受給者　国(2/3)、県(1/6)、
市(1/6)

保

継続し支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆
親
と
子

共働き夫婦のための
子育て支援

就学期 1

就　　学　　期

◆
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
と
家
庭
へ
の
支
援

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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37

◆児童扶養手当、母子家庭等自立支援事業（就労に結びつく資格
を取得するための受講料や生活費の補助）がある。【全国一律】
◆母子生活支援施設への入所委託事業がある。【全国一律】
◆父または母と生活を共にしていない児童を養育している母子・父
子家庭等の生活の安定と自立を助ける為の手当支給：DV被害者
など児童のいる要保護者の入所支援・自立支援給付
◆子育て短期ショートステイ：子育てに疲れた時などに子どもを施
設で預かり、保護者の精神面のフォローを行う。【全国一律】◆(新)
香南市寡婦(夫)控除のみなし適用を実施する。Ｈ28.4～

児扶手：法に則った扶助費
の給付
・母子生活：情報の取り扱
い
・母子家庭対策：給付費の
継続
・子育て短期：充分な事業
周知が必要。

関係課や関係機関との情報
共有および継続給付支援。
広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

児童扶養手当　国費 1/3
母子生活支援施設入所委
託　国 1/2　県 1/4
母子家庭等対策総合支援
国 3/4　地域子ども・子育て
支援事業費　県 1/3（子育
て短期支援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福

給付により、最終的に自立
した生活が送れるよう継続
支援
迅速な入所支援の継続
保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

◆ひとり親家庭医療費助成事業：配偶者のいない父又は母と18歳
未満の子ども（所得税非課税世帯又は世帯の総所得が200万円以
下【市単独】）等に対して、医療費の一部負担金を助成する。【保】

事業は、申請に基づき助成
するため、制度の周知を行
うよう普及啓発を図っていく
必要がある。

市のホームページ・広報誌
に掲載しているが、更に周知
方法を検討する。

市単事業：世帯の総所得が
200万円以下

保

継続して支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆（新）H28.4～①ひとり親家庭医療費助成事業【保】、②奨学資金
貸与（学）、③就学援助費支給（学）、④特別支援教育修学奨励費
（学）に対し香南市寡婦（夫）控除のみなし適用を実施する。【学】

事業は、申請に基づき助成
するため、制度の周知を行
うよう普及啓発を図ってい
く。

市のホームページ・広報誌
に掲載。

無

保 学

周知を徹底 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆学校の春、夏休みの期間において子どもを預かり保護者への支
援を行う。（学校の春、夏休みの期間において子どもを預かり保護
者への支援を行うもの）

新規児童の受け入れもして
いるが、問い合わせ件数も
多く、受入れ体制を充実さ
せる必要がある。

委託先との人員体制の協議
により、受け入れ施設の拡
充を検討していく。

在宅障害者支援事業費補
助（障害児長期休暇支援事
業） 福

委託先の人員増および専
門の受入れ施設の設置

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

◆就学については、高知県教育相談派遣事業を活用し、学校や保
育所・幼稚園、保健師と連携をとって支援にあたっている。また、小
学校入学時には、スマイルサポート支援等により、保育所・幼稚園
からの就学移行期をスムーズに過ごせるような取り組みを行ってい
る。

支援を要する子どもの増加
により、連携や情報交換の
時間確保が難しくなってい
る。

計画的な実施により、一時
期に集中しないようにする。

無

こ 学

専門機関へのつなぎと適正
就学

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

就学期 6

◆特別支援学級に入級している児童生徒の保護者には、香南市
特別支援教育就学奨励費支給要綱により奨励費を支給している。
（小中学校と連携し、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
に所得に応じて学用品費や給食費などの費用の一部を支給）

特別支援教育就学奨励費
補助金１／２以内

学

継続支援 継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

就学期 ２．文化・スポーツ・社会活動等支援・遊びの環境支援

就学期 7
ウォーキング
習慣の推進

◆（新）ウォーキングコースの設定及びウォーキングの推進【健・
生】

・順次ウォーキングコースを
設定し、住民への周知が必
要
・ウォーキング人口の増加
【健・生】

・広報等で住民に安全で安
心してウォーキングが楽しめ
る環境をアピール
・ウォーキング入門教室など
を開催し、始めるきっかけを
提供
【健・生】

無

健 生

ウォーキング人口の増加に
より健康指標（肥満割合等）
の改善を図る。【健・生】

野市、吉川地区の
コースの設定【健・
生】

○

・赤岡、香我美地区
のコースの設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・夜須地区のコース
の設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・ウォーキングマップ
の作成
・ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。健康指標（肥
満割合等）の改善。
【健・生】

21
22
34
35
38
39

就学期 8 スポーツの推進

◆スポーツ教室及び各種スポーツ大会の開催。
スポーツ少年団やサークルの活動支援。【生】

全体の人口減も一因である
が、活動人口が減少してい
る。また、中核となる人材が
増えていかない。【生】

チラシやポスターによる啓
発、広報活動やメディア
（ホームページやブログ）に
よりスポーツの魅力を発信
する。特にマリンスポーツの
推進についてはヨットの魅力
を発信する機会を増やして
いく。【生】

無

健 学 生

スポーツ分野における人生
支援は、スポーツを始める
きっかけを発信すること、始
めたいと思ったときに気軽
に始められる環境作りが大
切になる。今まで通り地道
な広報活動を中心に幅広い
分野で教室等を開催し、ス
ポーツに触れる機会を提供
する。【生】

継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

就学期 9
芸術・文化活動

の推進

◆文化協会、各種サークルの活動支援 文化協会の会員の高齢化
が進んでおり、後継者の育
成が急務となっている。

会の運営や指導、事務手続
きについて支援し、文化協会
の活動を広報するなど新た
な会員確保に努める、

無

生

指導者と後継者育成のため
の講習会の情報提供。

継続して実施

▲

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

26
27

就学期 10 食育の推進

◆親子料理教室、食育講習会等により正しい食生活や食を楽しむ
心を育成【健】

子どもの頃からの健康的な
生活習慣の推進が必要。
【健】

学年に応じた食育事業を実
施し、望ましい食生活を実践
する力をつける。【健】

無

健 学

「香南市第2期食育推進計
画」を基本に、食育を通じた
健康づくりを推進する。【健】

継続実施

○

継続実施 第2期食育推進計画
の取組の評価と計画
の見直しを行う。

第3期食育推進計画
を基本に食育を推進
する。

第3期食育推進計画
を基本に食育を推進
する。

第3期食育推進計画
を基本に食育を推進
する。

18
19
20

就学期 11
三世代交流
イベント推進

◆町民運動会・親子マリンスポーツ教室・親子サッカー教室・三世
代交流凧揚げ大会・三世代交流地引き網大会等の開催をしてい
る。
◆地域密着型の三世代交流により、地域活性化を推進する。【生】

事業実施が当日の天候に
よって左右され、参加予定
者、来場者への周知が難し
い。【生】

当日決定のため、電話対
応、現地対応に限定される。
また、天候に左右されない事
業の検討を行う。【生】

無

生 地

現状のまま継続。（三世代
交流凧揚げ大会：マスコミを
通じて周知されており多数
の参加者がある。親子地引
き網大会：香南市内全小学
校に文書で周知しており多
数の参加がある。）【生】

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

就学期 12 本の読み聞かせ

◆ボランティア（図書館クラブ）の保育所・幼稚園への読み聞かせ
活動を支援している。◆活動補助及び読書ボランティア講座を開催
し後継者の育成を図る。【市単独】

ボランティアの方々の高齢
化が進んでおり、後継者の
育成が必要

ボランティア講座を開催し、
後継者の育成および、拡大
が必要。

無

生

ボランティア講座の開催。
年1回

ボランティア講座の
開催。年1回

○

ボランティア講座の開
催。年1回

ボランティア講座の開
催。年1回

ボランティア講座の開
催。年1回

ボランティア講座の
開催。年1回

ボランティア講座の
開催。年1回

◆
心
と
か
ら
だ
の
育
成

就学期

◆
一
人
親
家
庭

4

◆
交
流
・
情
操

一人親家庭への
サポート

（親子支援）
障害児支援

就学期

◆
配
慮
の
必
要
な
家
庭

5

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

就学期 13

◆
交
流
・
情
操

香南いきいき
セミナーの開催

◆子どもから高齢者までが知識を広げ、心豊かにより楽しく生きが
いを感じながら生活を送ることができるよう、個々の人生を広がり
のある豊かなものにしていくための生涯学習の場として市民大学セ
ミナーを開催する。

市民が日頃接する事の出
来ない有名人を招へいし
て、市民の関心のある講演
会を行うことにより、心豊か
に楽しく生きがいのある生
活が送れるような、生涯を
通じた生涯学習の提供がで
きる。【学】

アンケートを実施し、市民の
望む講師の選定を行い、年4
回のセミナーを実施する。

無

生

住民ニーズを把握すること
により、より効果的な講演
内容とすることができる。そ
のために住民ニーズの高い
健康関連の部署と人権課と
連携をとり、講師の選定を
行っていく。また、市の取り
組むべき課題に対応した講
演内容・講師を選定するこ
とにより、市の課題解決に
も役立て、住民生活の向上
を図る。

年4回のセミナー実
施

○

年4回のセミナー実施 年4回のセミナー実施 年4回のセミナー実施 年4回のセミナー実
施

年4回のセミナー実施

就学期 ３．こどもの健全な環境支援

23

◆要保護児童対策地域協議会を設置し、代表者会義、実務者会
議、地域支援者会議、個別ケース検討会議の4層構造により登録
ケースについては関係機関と連携して総合的な対応を行っている。

早期における虐待情報や
家庭環境の把握が必要

地域の民生委員児童委員と
の連携および地域支援者会
議の拡充を図る。

無

福

香南市全域における（各中
学校区）地域支援者会議の
設置

香我美中学校区で
の設立準備
関係機関：香我美中
学校・教育委員会・
香我美町民生委員
児童委員協議会と
の合議

▲

香我美中学校区設立 赤岡・吉川中学校区
での設立準備
関係機関：香我美中
学校・教育委員会・赤
岡町・吉川町民生委
員児童委員協議会と
の合議

赤岡・吉川中学校区
での設立

野市中学校区での
設立準備
関係機関：香我美中
学校・教育委員会・
野市町民生委員児
童委員協議会との合
議
３２年度　野市中学
校区設立

地域支援者代表者協
議会（仮称）設立

30

◆PTAや学校支援地域本部事業などで、保護者や地域の方とあい
さつ運動や交通指導などに取り組むとともに、県のスク－ルガード
リ－ダ－活用事業でスク－ルガードリ－ダ－の見守り活動を実施
する。

各学校のPTA活動の状況
や学校支援地域本部事業
の実施の有無によって、地
域間の格差が生じている。

学校支援地域本部事業の拡
充とPTA活動を活性化すると
ともに、地域への啓発活動を
行う。

無

学

香南市全小中学校における
学校支援地域本部の設置
【学】

香我美中学校区で
の設立準備
関係機関：香我美中
学校・教育委員会・
香我美町民生委員
児童委員協議会と
の合議

▲

香我美中学校区設立
野市中学校区での設
置

拡充して実施 拡充して実施 拡充して実施 拡充して実施

◆青色回転灯パトロールによる登下校時の見守り活動を行う。 地域により実施車両のばら
つきがある。

協力員を増やすために講習
会を行い、体制を強化する。

無

生

各小学校区に２～3人のパ
トロール員を配置する。

県警による講習会
の実施

○

県警による講習会の
実施

県警による講習会の
実施

県警による講習会の
実施

県警による講習会の
実施

県警による講習会の
実施

就学期 15

◆
遊
び
場

学校施設の開放

◆学校施設（体育館、グラウンド、地域支援室）を地域住民がス
ポーツに親しんだり交流するために開放している。

学校行事と重なったときは
使用できないことがある。

年間計画に基づいた実施に
より地域住民の活用も予定
をたてやすくする。

無

生

市内全小中学校の施設の活用継続して活用

－
継続して活用 継続して活用 継続して活用 継続して活用 継続して活用

就学期 ４．医療・福祉支援

就学期 16
香南市在宅介護
手当支給事業

◆在宅介護者に介護手当支給　　8,000円／月 対象者が明確でなく、周知
が不十分。

規則改正により、対象者を
明確にし、広報や関係機関
を通じて周知していく。

無

福

介護者の生活苦軽減のた
め継続支援。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

就学期 17
香南市社会参加

のための外出支援
サービス事業

◆障害者を移送用車両で送迎し、社会参加のための外出支援を行
う。　30時間／年

利用者が固定化している。 相談支援機関との情報共有
により、要綱の見直しも含
め、利用促進に向けて検討
していく。

無

福

障害者の在宅での生きが
い活動を助長するとともに、
介護者の労苦の軽減及び
障害者の自立と生活の質
の確保が図れるため継続
支援。

継続支援

▲

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

就学期 18
香南市医療機関

送迎サービス

◆障害者を移送用車両で医療機関へ送迎。月１回まで。上限は高
知市５，０００円、南国市３，０００円まで。
　香南市内は自己負担なし

ニーズの高い事業であり、
対象者の拡大に向けての
調査が必要である。

障害者計画策定のための
ニーズ調査にて実態把握を
行う。

無

福

障害者の在宅生活を支援
し、自立と生活の質の確保
を図るため、継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

保

継続支援。 継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

福

継続支援 継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

就学期 20
香南市心身障害児

福祉年金事業

◆心身に障害のある児童の保護者に対して年金支給。4,000円／
月

無

福

将来、年金を児童の福祉の
ために継続支援。

継続支援

－
継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

25
31

就学期 21 障害児相談

◆障害児の保護者の相談に応じ、必要な障害福祉サービス情報
の提供を行うなど、障害児の支援を行う。
（精神保健福祉士３名　社会福祉士１名）

相談委託事業所の啓発や
障害福祉サービスを利用す
るうえにおいて、計画書の
作成が義務づけられたので
制度の周知。

関係機関との情報交換など
で、障害福祉サービスの情
報提供を行い制度の利用促
進を図る。

地域生活支援事業（地域活
動支援センター事業）　国
1/2　県 1/4

福

委託事業継続により、相談
専門員を増員しての相談支
援体制の強化を図り、より
よい障害福祉サービスの提
供を図る

業務委託継続支援

▲

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 業務委託継続支援

36

県単事業：1歳未満の乳児・住
民税非課税世帯の幼児（補助
率1/2）
県単事業：児童手当の本則給
付世帯の幼児（補助率1/4）
県単事業：上記に該当し第3子
以降の幼児（補助率1/2）
県単事業：対象者は、身体障
害者手帳1・2級または療育手
帳A1・A2を取得した人及び身
体障害者手帳3級または4級
かつ療育手帳B1・B2を取得し
た人。一部所得制限有。（補助
率1/2）
市単事業：児童手当の本則給
付世帯以外の幼児
市単事業：小学生・中学生
市単事業：対象者は、身体障
害者手帳3級または療育手帳
B1・B2を取得した人。所得制
限有り。

就学期 14
地域こども
見守り体制

19就学期
香南市福祉医療費
助成事業（乳幼児
等・障害児・者）

◆香南市に住所があり、健康保険の加入者で０歳から１５歳に達す
る日以降の最初の３月末までの間、医療機関で受診する際の健康
保険適用分の一部負担金を助成する。【保】
◆身体障害者手帳１～３級または療育手帳を取得した人の健康保
険適用分の自己負担金を助成する。【福】

◆
医
療
・
送
迎

◆
見
守
り

◆
配
慮
の
必
要
な

子
ど
も

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

就学期 ５．いじめ・不登校等の相談・支援

31 就学期 22
児童に関する

相談

◆幼小中学校保護者を対象に「ほのぼの相談」を（大峰の里・公民
館で）行い、児童に関する悩みや不安について相談を受け付けて
いる。

合併以前から取り組んでい
る定着した事業であり、相
談ニーズも高く今後も継続
していく必要がある。

継続実施 無

こ

香南市子ども・子育て支援
計画に基づき実施する。

ほのぼの相談を実
施

○

ほのぼの相談を実施
27年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

ほのぼの相談を実施
28年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

ほのぼの相談を実施
29年度の実施状況を
香南市子ども・子育て
会議で進行管理

ほのぼの相談を実施
30年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

ほのぼの相談を実施
35年度の実施状況を
香南市子ども・子育
て会議で進行管理

◆児童館2か所で放課後の居場所づくりや豊かな情操をはぐくむ取
り組みを行っている。

・相談窓口の周知。
・生活背景や友人関係等に
起因する児童生徒の荒れ
や不登校の実態の把握

・市民館での生活相談、就
労相談の実施や学校との連
携

無

人

子どもや保護者との信頼関
係を結び、様々な悩みの解
決に当たる。

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆こども（概ね18歳未満）がいる家庭については児童家庭相談とし
て対応している。

・子どもの養育上の問題に
ついて、早期発見や援助の
実施。

要保護児童対策地域協議会
などの関係機関との連携強
化。

無

福

児童の健全育成のための
相談支援の継続。

家庭相談員を配置
しての継続支援

○

家庭相談員を配置し
ての継続支援

家庭相談員を配置し
ての継続支援

家庭相談員を配置し
ての継続支援

家庭相談員を配置し
ての継続支援

家庭相談員を配置し
ての継続支援

家庭相談員を
配置しての継続
支援

31 就学期 24
家庭内暴力・
DV相談窓口

◆DV被害に対し、被害者の緊急避難や関係機関との連携を図り
支援に繋げる。

個人情報の取り扱い
緊急避難場所の確保

・組織内部での情報共有お
よび個人情報に関する研修

無

福

市の内部組織および関係
機関との連携のためのマ
ニュアル作成

マニュアル作成準備
（関係課、関係機関
協議）
継続支援 －

マニュアル作成
継続支援

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

◆家庭における児童療育の技術に関すること及び児童にかかわる
家庭の人間関係に関すること、その他家庭児童の福祉に関するこ
との相談指導を行う。⇒（児童生徒は森田村塾で受け入れている）

保護者の生活環境の厳し
い家庭や保護者自身が悩
みを抱える家庭のなかに
は、保護者や児童生徒と接
点が持ちにくいこともあり、
相談指導や支援ができにく
いケースがある。

スクールソーシャルワーカー
の活用により、相談できやす
い状況を増やすとともに、学
校や関係機関とのつなぎを
進める。

無

学

スクールソーシャルワー
カー配置により、家庭・学
校・関係機関とのつなぎや
支援の充実。

スクールソーシャル
ワーカーを2名体制
とする。

○

拡充もしくは継続 拡充もしくは継続 拡充もしくは継続 拡充もしくは継続 スクールソーシャル
ワーカーを配置して
の継続支援

◆子どもをとりまく環境に働きかけ、関係機関と連携し、支援を充
実する。

家庭における児童療育の
技術に関すること及び児童
にかかわる家庭の人間関
係に関すること、その他家
庭児童の福祉に関すること
の相談指導を行う。

地域や関係機関との連携に
よる情報収集体制の構築

無

福

家庭における適正な児童養
育、児童福祉の向上のた
め、家庭相談員のスキル
アップを図り継続して相談
員を配置し、相談指導業務
の充実

家庭相談員を配置
しての継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 家庭相談員を配置し
ての継続支援

就学期 26 いじめ相談窓口

◆ほのぼの相談（毎日曜日の午後【教育研究所】）を実施するとと
もに、学校教育課でも相談に対応している。また、すべての学校に
はスクールカウンセラーを配置している。（児童生徒、保護者、教職
員のカウンセリングを実施）

保護者からの教育相談へ
のニーズが高く、相談件数
も増加傾向で、相談内容も
多様化している。

保護者、教職員からの多様
なニーズに応えるためには、
専門性の高いスクールカウ
ンセラーやスクールソーシャ
ルワーカーを継続して雇用
する必要がある。

教育相談（名称変更　いじ
め相談窓口）

学

県の事業を活用してすべて
の学校にスクールカウンセ
ラーを配置できている状況
を継続するとともに、「ほの
ぼの相談」事業で保護者の
ニーズにできるだけの対応
ができる体制をつくる。

すべての小中学校
にスクールカウンセ
ラーを配置するとと
もに、スクールソー
シャルワーカーの増
員による支援の充
実。

○

拡充もしくは継続 拡充もしくは継続 拡充もしくは継続

就学期 ６．教育・就学支援等

就学期 27
小１からの
外国語教育

◆すべての小中学校にALTを配置し、外国語に慣れ親しむ活動を
通して、言語についての理解を深めるとともに、積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度を育成し、コミュニケーション能力の
素地を養う。

平成32年度、小学校におけ
る英語の教科化に向けて、
計画的に準備をすすめると
ともに小学校の教員の指導
力の向上を図る。

平成27年度から外国語活動
担当者会を新たに設け、平
成32年度からの英語の教科
化に向けて年次計画に基づ
いて準備を進める。

小1からの外国語教育

学

平成32年度、小学校におけ
る英語の教科科に向けて、
計画的に準備をすすめる。

平成27年度から外
国語活動担当者会
を新たに設け、平成
３２年度からの英語
の教科化に向けて
年次計画に基づい
て準備を進める。

○

年次計画に基づいて
平成32年度からの教
科化に向けて取り組
む

年次計画に基づいて
平成32年度からの教
科化に向けて取り組
む

年次計画に基づいて
平成32年度からの教
科化に向けて取り組
む

小学校における英語
の教科化を前倒し実
施できる準備を完了
する。

28
29

就学期 28
社会とのつながり

意識を高める
教育の推進

◆地方自治の仕組みや地域活動の重要性、社会全般での生きる
力等の教育の推進を行う。（各校におけるキャリア教育の推進と児
童生徒の市民としての社会性を育む教育の推進。）
◆学校支援本部事業により、学校・家庭・地域が連携し、学校の応
援団として教育活動支援や環境整備への協力を行い、また、土曜
授業の開催を活用して学校の教育活動への理解を深め、その協力
や参加によって、学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで子
どもを育てることを推進する。

年度毎にPDCAサイクルに
基づき、各校のキャリア教
育全体計画と年間指導計
画を見直し、改善を図る。

各校において県や国の研修
会へ参加し、キャリア教育に
ついての先進的な実践を各
校に取り入れる。

市単：将来の社会人として
の資質を高める教育　※名
称変更（シチズン・リテラ
シー、キャリア教育の推進）

学

児童生徒が、将来、社会
的・職業的に自立し、社会
の中で自分の役割を果たし
ながら、自分らしい生き方を
実現するための力を身につ
ける。また、児童生徒が将
来、市民として地域の活動
の重要性を理解し、行動す
る力を身に付けることがで
きる。

すべての小中学校
でキャリア教育の全
体計画と年間指導
計画を作成し、計画
書に基づいた実践・
検証・改善を行う。 ○

すべての小中学校で
キャリア教育の全体
計画と年間指導計画
に基づいた実践・検
証・改善を行う。

すべての小中学校で
キャリア教育の全体
計画と年間指導計画
に基づいた実践・検
証・改善を行う。

すべての小中学校で
キャリア教育の全体
計画と年間指導計画
に基づいた実践・検
証・改善を行う。

すべての小中学校で
キャリア教育の全体
計画と年間指導計画
に基づいた実践・検
証・改善を行う。

◆妊娠、出産、乳児の発達・発育を学び、赤ちゃんとのふれあい体
験を通して将来の育児に向けた肯定的なイメージをもてるような学
習を実施する。
◆小学校でのいのちの学習や教材の貸し出しを行う。

高知県の人工妊娠中絶率
は全国と比べて高く、10代
の人工妊娠中絶率も全国
平均を上回る状態で推移し
ている。また高知県の性感
染症も10～20代の若い世
代が多くなっている。望まな
い妊娠を避けることや、性
感染症による不妊や流早
産を防ぐためにも中学生か
らの健康教育は必要である
が、授業時間の確保が困
難になっている学校あり。

課題解決に向けた具体的施
策（新事業や事業の見直し）
各学校の状況に合わせて実
施方法や内容を検討する。

無

健

性教育、ふれあい体験を通
して、命の大切さを理解し、
児童生徒が自分自身をより
大切にできるようにする。

継続実施

○

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

◆各中学校で状況に応じて性教育とふれあい体験を実施し、対人
関係づくりに必要なスキルを学び、自分の行動に責任を持つことが
できるような学習を実施する。

授業時間の確保と日程調
整

年間計画に基づく実施 無

学

発達段階に応じて実施 継続実施

○
継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

就学期 30

◆

平

等

な

教

育

就学援助

◆経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、香南
市就学援助費支給要綱により学用品や給食費などの支給を行って
いる。

自治体によって認定基準や
運用が若干異なる。

認定基準などの運用の仕方
については、近隣の市町村
の運用の仕方を注視する。

無

学

現状維持 継続実施

○

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

31

32
33

◆
な
や
み
相
談

◆
ひ
き
こ
も
り
・
い
じ
め

就学期 23 児童相談窓口

不登校とひきこもり
児童の支援

思春期講座

◆
質
の
高
い
教
育

就学期 25

29就学期

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課



8／17

【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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３年目
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（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

成年期 １．出会い・移住・就業支援

◆青年リーダー養成事業として若者のつながりをつくるために独身
男女対象の交流事業を地域の青年が企画開催する。

◆青年活動の抵抗感をい
かに和らげ参加の和を広げ
るか。
・青年の主体活動への移
行。

◆青年の思いを実現する支
援体制（予算含む）の確立。

無

生

青年が自主的に活動できる
体制づくり

リーダーの育成活
動

○

リーダーの育成活動 リーダーの育成活動 リーダーの育成活動 リーダーの育成活動 リーダーの育成活動

◆（新）香南市恋いめぐりあい応援事業として、出会いにつながるイ
ベントを開く個人・団体に10万円を限度に補助制度を設けて応援す
る。また結婚を希望する人が、付き合いにマナーなどを学ぶライフ
プランセミナーを実施する。

◆H28年事業として実施す
るので、周知が必要。

◆メディアを活用してＰＲを
行う。

無

地

毎年3団体に補助 3団体へ補助
継続して実施
ライフプランセミナー
参加者数２０人

－
継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

57
58
59
60

成年期 2
◆
移
住

移住促進事業

◆（新）香南市への移住による人口増加や地域活性化を促進す
る。

①「住まいの確保」を前提と
して「働く場の確保」
②転入者や若者を呼び込
むための魅力やセールスポ
イントの充実
③「ずっと香南市に住み続
けたい」と思えるような魅力
あるまちづくり（移住しても
定住につながらないケース
がある）

①行政のみならず、各関係
機関や地元企業・地域の住
民の方々の協力による定住
移住対策の確立
・定住移住の総合相談窓口
の設置
・移住専門相談員の配置
・住宅（空き家）バンクの構築
への取組
・ハローワーク等の就業斡旋
機関との連携
②「住む（移住）」を促進し、
「住み続ける（定住）」ための
施策の構築
・各種補助事業の活用
・子育て支援の充実

有

地

①移住促進ＨＰアクセス数
②移住者数
③空き家登録者数
④受け入れ可能な住宅等
の数

①なし
②１組《県相談窓口
実績数》
③なし
④なし

－

①１，０００回／年
②２組／年
③２棟／年
④２棟／年（延）

①１，０００回／年
②４組／年
③４棟／年
④４棟／年（延）

①２，０００回／年
②９組／年
③７棟／年
④９棟／年（延）

①２，０００回／年
②２０組／年
③１０棟／年
④１４棟／年（延）

①２，０００回／年
②３０組／年
③２５棟／年
④１０棟／年（延）

成年期 3
◆
就
業

失業者支援

◆福祉事務所内での無料職業紹介所開設および生活困窮者の支
援のため相談所の開設をしている。（生活サポートセンターこうな
ん）

・相談者の多くは、問題が
深刻化してから相談に訪れ
る。
・困窮意識や就労意欲が低
い。

早期支援に繋げるため、関
係機関との連携や中間就労
の場の開拓を行う

生活困窮者自立支援事業
費等負担金　国費 3/4（サ
ポセンと住居確保）

福

メンタル部分での相談も多
く、精神保健福祉士も配置
した相談体制の強化

法施行による事業
実施

○

他の市町村との交流
により、各種相談内
容に対して的確な指
導、助言が行えるよう
相談員のスキルアッ
プを図る

県に対し、県下市町
村の情報交換の場と
して、ブロック会等の
立ち上げを要望する

継続支援 継続支援 継続支援

成年期 ２．妊産婦・子育て支援

44
45

成年期 4 妊産婦支援

◆妊娠届提出時のアンケートで、心配や不安のある妊産婦につい
ては、連絡をとりサポートを行う。◆年に３回、パパ・ママ教室（妊娠
中の生活、出産について、呼吸法、妊婦体操他、妊娠中と授乳期
の食生活、妊娠中の歯の健康など）を開催し、安心して妊娠・出産・
育児ができるように支援している。また、妊婦同士の交流や、父親
の役割を考える機会ともなり父親の育児参加の支援の場にもなっ
ている。【市単独】
◆母子健康手帳（発行数250～300）を健康対策課で交付している。
他の配布物は、母子保健サービス一覧、各種パンフレット、一般健
康診査受診票（妊婦14枚・乳児２枚）

妊娠・出産・育児に不安が
あったり、高齢妊婦が増加
傾向にあること、妊娠期を
通して喫煙を継続する妊婦
が３％前後いること等育児
支援や早産予防、虐待予
防の観点から、全妊婦に保
健師が面接し、妊娠期から
切れ目なく支援していくこと
が必要。

母子健康手帳交付時に保健
師が全来所者に面接を行い
支援する。

無

健

妊娠期から出産後も切れ目
のない支援体制をとること
で、安心して育児ができる
ようにする。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

成年期 5
妊産婦の
生活支援

◆子育てに疲れた時などに子どもを施設で預かり、保護者の精神
面のフォロ－を行う。◆子育て短期支援事業（ショートステイ）があ
る。【全国一律】

充分な事業周知が必要。 広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。

地域こども・子育て支援事
業費　県1/3（子育て短期支
援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福

保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

成年期 6
妊婦・乳児一般
健診支援事業

◆妊婦・乳児一般健康診査支援事業を実施しており、妊婦健診は
14回、乳児健診は２回助成。受診票は妊娠届け時に交付してい
る。

月数に応じた適正な時期で
の受診が必要。

母子健康手帳交付時に適正
な時期での受診について説
明。

妊婦健康診査強化事業費
補助金1件3,000円×1／2

健

妊婦、乳児の健康保持・増
進及び異常の早期発見・治
療のための健康診査受診
にかかる経済的負担の軽
減。

継続実施

○

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

成年期 7

◆
共
働
き

共働き夫婦
のための

子育て支援

◆子育て短期支援事業（ショートステイ）がある。【全国一律】【福】 充分な事業周知が必要。
【福】

広報、ホームページでの事
業の周知および関係する組
織内部の連携強化。【福】

地域こども・子育て支援事
業費　県1/3（子育て短期支
援事業）
国1/3（保育緊急確保事業
費）

福 こ

保護者に対して子育ての不
安や負担を少しでも解消す
るための事業継続【福】

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

成年期 ３．予防・医療・福祉支援

56 成年期 8 障害者支援

◆障害者や障害児の保護者の相談に応じ、必要な障害福祉サー
ビス情報の提供を行うなど、障害者（児）の支援を行う。
（精神保健福祉士３名　社会福祉士１名）

相談委託事業所の啓発や
障害福祉サービスを利用す
るうえにおいて、計画書の
作成が義務づけられたので
制度の周知。

関係機関との情報交換など
で、障害福祉サービスの情
報提供を行い制度の利用促
進を図る。

地域生活支援事業（地域活
動支援センター事業）　国
1/2　県 1/4

福

障害のある方が、自立した
日常生活、社会生活を営む
ことができるよう相談支援
体制の充実

業務委託継続支援

○

業務委託継続支援 業務委託継続支援 業務委託継続支援 業務委託継続支援 業務委託継続支援

成年期 9
香南市在宅介護
手当支給事業

◆在宅介護者に介護手当支給　　8,000円／月 対象者が明確でなく、周知
が不十分。

規則改正により、対象者を
明確にし、広報や関係機関
を通じて周知していく。

無

福

介護者の生活苦軽減のた
め継続支援。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

41 成年期 10
香南市社会参加

のための外出支援
サービス事業

◆身体障害者を移送用車両で送迎し、社会参加のための外出支
援を行う。　30時間／年

利用者が固定化している。 相談支援機関との情報共有
により、要綱の見直しも含
め、利用促進に向けて検討
していく。

無

福

障害者の在宅での生きが
い活動を助長するとともに、
介護者の労苦の軽減及び
障害者の自立と生活の質
の確保が図れるため継続
支援。

継続支援

▲

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

成年期 11
香南市医療機関

送迎サービス

◆障害者を移送用車両で医療機関へ送迎。月１回まで。上限は高
知市5,000円、南国市3,000円まで。香南市内は自己負担なし

ニーズの高い事業であり、
対象者の拡大に向けての
調査が必要である。

障害者計画策定のための
ニーズ調査にて実態把握を
行う。

無

福

障害者の在宅生活を支援
し、自立と生活の質の確保
を図るため、継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

42
43

◆
妊
産
婦

1

◆
出
会
い

男女の出会いの
場の提供・支援
（婚活の推進
　　　　・支援）

◆
医
療
等

◆
医
療
等

成年期

成　　年　　期

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート
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項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

成年期 12
香南市福祉

医療費助成事
(障害者)

◆身体障害者手帳１～３級または療育手帳を取得した人の健康保
険適用分の自己負担金を助成する。

県単事業：対象者は、身体障
害者手帳1・2級または療育手
帳A1・A2を取得した人及び身
体障害者手帳3級または4級
かつ療育手帳B1・B2を取得し
た人。一部所得制限有。（補助
率1/2）
市単事業：対象者は、身体障
害者手帳3級または療育手帳
B1・B2を取得した人。所得制
限有り。

福

障害者の保健の向上と福
祉の増進のため継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

成年期 13

◆
心
の
ケ
ア

こころの
健康づくり

◆住民一人ひとりが自殺の要因となるこころと体の健康や自殺に
対する正しい知識を持ち、自殺予防のための大切な行動、「気づ
き」「つなぎ」「見守り」ができるように、民生委員定例会で情報交換
等を実施するとともに、健診現場やイベントや広報等普及啓発。

近隣市町と比較して若い世
代の自殺率が高い傾向に
ある。

こころの体温計（市のホーム
ページを活用したメンタル
チェックシステム）の導入と
運営（26年度～）

自殺対策強化事業費県補
助金（1/2)

健

20～50歳代の若い年齢の
自殺率が減少する。

地域でこころの健康に
関する「気づき」「つな
ぎ」「見守り」ができる
仕組みをつくる。
①民生委員等との情
報交換
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営
④健康づくり推進委員
会での評価・見直し

○

地域でこころの健康に
関する「気づき」「つな
ぎ」「見守り」ができる仕
組みをつくる。
①民生委員等との情報
交換
②普及啓発：「睡眠」に
着目した啓発や相談先
の周知
③こころの体温計の導
入と運営（実施は前年
度実績等により検討）
④市民対象のアンケー
ト調査（こころの健康の
項目を入れる）
⑤健康づくり推進委員
会での評価・見直し

地域でこころの健康に
関する「気づき」「つな
ぎ」「見守り」ができる仕
組みをつくる。
①民生委員等との情報
交換
②普及啓発：「睡眠」に
着目した啓発や相談先
の周知
③こころの体温計の導
入と運営（実施は前年
度実績等により検討）
④健康づくり推進委員
会での事業評価・見直
し（第２期健康増進計画
策定により実態の見直
し）

地域でこころの健康に
関する「気づき」「つな
ぎ」「見守り」ができる仕
組みをつくる。第２期健
康増進計画に基づく取
り組み
①民生委員等との情報
交換
②普及啓発：「睡眠」に
着目した啓発や相談先
の周知
③こころの体温計の導
入と運営（実施は毎年
の実績評価や健康実
態により検討）
④健康づくり推進委員
会での事業評価・見直
し

地域でこころの健康に
関する「気づき」「つな
ぎ」「見守り」ができる
仕組みをつくる。第２期
健康増進計画に基づく
取り組みの推進
①民生委員等との情
報交換
②普及啓発：「睡眠」に
着目した啓発や相談先
の周知
③こころの体温計の導
入と運営（実施は毎年
の評価や実態により検
討）
④健康づくり推進委員
会での事業評価・見直
し

地域でこころの健康に
関する「気づき」「つな
ぎ」「見守り」ができる仕
組みをつくる。第２期健
康増進計画に基づく取
り組みの推進
①民生委員等との情報
交換
②普及啓発：「睡眠」に
着目した啓発や相談先
の周知
③こころの体温計の導
入と運営（実施は毎年
の評価や実態により検
討）
④健康づくり推進委員
会での事業評価・見直
し

40
52
53

成年期 14 健康診査

◆健康診査として集団健診のみ（20～39歳）。
◆各種健康教室（健診結果説明会・生活習慣病予防教室・運動教
室・家庭血圧測定指導・健康相談等）の実施。

若い世代から生活習慣病
のリスクの多い人が増えて
いる。

▶セット健（検）診…特定健診
＋がん検診
▶託児つき健診
【効果】事業を利用すること
により、疾病の早期発見・早
期治療、生活習慣病の発生
予防を目的とする。結果とし
て壮年期（働き盛り年齢）死
亡の減少、健康寿命の延伸
（要介護者の減少）、生活の
質の向上につながり、医療
費や介護保険料の抑制とな
り市民負担の軽減となると予
測される。

健

▶特定健診/特定保健指導：
29年度までに受診率60%/
指導率60%を目標とする。

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセット
検診・託児つき健診）
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治
会等への働きかけを
行う）
③健康実態把握のた
めの市民を対象とした
アンケート調査内容の
準備
④健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

○

①40～64歳の働きざか
り年齢に重点を置いた
取り組みの推進（休日
健診・がんセット検診・
託児つき健診）
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③アンケート調査による
健康実態の把握④健
康づくり推進委員会・専
門部会の開催

①40～64歳の働きざか
り年齢に重点を置いた
取り組みの推進（休日
健診・がんセット検診・
託児つき健診）
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③第２期健康増進計画
策定に向けて取り組み
の評価および計画の見
直しを行う。
④健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①第２期健康増進計画
に基づく事業計画の実
施
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①第２期健康増進計画
に基づく事業の実施
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治
会等への働きかけを行
う）
③健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①第２期健康増進計画
に基づく事業の実施
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

40 成年期 15 がん検診

◆がん検診等（28年度まで無料）：胃がん（40歳以上）、肺がん（40
歳以上64歳まで）・結核（65歳以上）、大腸がん（40歳以上）、乳が
ん（40歳以上）、子宮がん（20歳以上）、前立腺がん（50歳以上男
性）　集団検診を主とする。

子宮頸がん検診では20歳
代の受診率が低い。

【効果】事業を利用すること
により、疾病の早期発見・早
期治療、生活習慣病の発生
予防を目的とする。結果とし
て壮年期（働き盛り年齢）死
亡の減少、健康寿命の延伸
（要介護者の減少）、生活の
質の向上につながり、医療
費や介護保険料の抑制とな
り市民負担の軽減となると予
測される。

がん検診推進事業費補助
金(国・県）1/2、健康増進事
業費補助金（県）1/2

健

▶がん検診：各がん検診受
診率50%を目標とする。

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセット
検診・託児つき健診）
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治
会等への働きかけを
行う）
③健康実態把握のた
めの市民を対象とした
アンケート調査内容の
準備
④健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

○

①40～64歳の働きざか
り年齢に重点を置いた
取り組みの推進（休日
健診・がんセット検診・
託児つき健診）
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③アンケート調査による
健康実態の把握
④健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①40～64歳の働きざか
り年齢に重点を置いた
取り組みの推進（休日
健診・がんセット検診・
託児つき健診）
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③第２期健康増進計画
策定に向けて取り組み
の評価および計画の見
直しを行う。
④健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①第２期健康増進計画
に基づく事業の実施
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①第２期健康増進計画
に基づく事業の実施
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治
会等への働きかけを行
う）
③健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①第２期健康増進計画
に基づく事業の実施
②健康づくり推進員に
よる受診勧奨（不在地
区解消に向けて自治会
等への働きかけを行う）
③健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

成年期 ４．文化・スポーツ・社会活動等支援

成年期 16
ウォーキング
習慣の推進

◆（新）ウォーキングコースの設定及びウォーキングの推進【健・
生】

・順次ウォーキングコースを
設定し、住民への周知が必
要
・ウォーキング人口の増加
【健・生】

・広報等で住民に安全で安
心してウォーキングが楽しめ
る環境をアピール
・ウォーキング入門教室など
を開催し、始めるきっかけを
提供　【健・生】

無

健 生

ウォーキング人口の増加に
より健康指標（肥満割合等）
の改善を図る。【健・生】

野市、吉川地区の
コースの設定【健・
生】

○

・赤岡、香我美地区
のコースの設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・夜須地区のコース
の設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・ウォーキングマップ
の作成
・ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。健康指標（肥
満割合等）の改善。
【健・生】

46
47
48

成年期 17 スポーツの推進

◆スポーツ教室及び各種スポーツ大会の開催や各種スポーツクラ
ブの育成支援。

全体の人口減も一因である
が、活動人口が減少してい
る。また、中核となる人材が
増えていかない。

チラシやポスターによる啓
発、広報活動やメディア
（ホームページやブログ）に
よりスポーツの魅力を発信
する。特にマリンスポーツの
推進についてはヨットの魅力
を発信する機会を増やして
いく。

無

生

スポーツ分野における人生
支援は、スポーツを始める
きっかけを発信すること、始
めたいと思ったときに気軽
に始められる環境作りが大
切になる。今まで通り地道
な広報活動を中心に幅広い
分野で教室等を開催し、ス
ポーツに触れる機会を提供
する。【生】

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

51 成年期 18
芸術・文化活動

の推進

◆文化協会、各種サークルの活動支援 ニーズの高い事業であり、
対象者の拡大に向けての
調査が必要である。

障害者計画策定のための
ニーズ調査にて実態把握を
行う。

無

生

指導者と後継者育成のため
の講習会の情報提供。

継続して実施

▲

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

50 成年期 19
三世代交流
イベント推進

◆町民運動会・親子マリンスポーツ教室・親子サッカー教室・三世
代交流凧揚げ大会・三世代交流地引き網大会等の開催をしてい
る。
◆地域密着型の三世代交流により、地域活性化を推進する。【生】

事業実施が当日の天候に
よって左右され、参加予定
者、来場者への周知が難し
い。【生】

関係機関との情報交換など
で、障害福祉サービスの情
報提供を行い制度の利用促
進を図る。

無

生 地

現状のまま継続。（三世代
交流凧揚げ大会：マスコミを
通じて周知されており多数
の参加者がある。親子地引
き網大会：香南市内全小学
校に文書で周知しており多
数の参加がある。）【生】

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆
健
診

◆
交
流

◆
心
身
の
健
全

◆
医
療
等

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

◆地域住民のボランティア活動に関する理解を深め、新たな活動
者の発掘、具体的な仲介等ボランティア活動の推進を図る。実施
主体は香南市社会福祉協議会。

継続的なボランティアの育
成

ボランティア募集情報誌「ボ
ランティア求人票」の発刊。
ボランティアセンターのチラ
シを作成するなど情報発信
に取り組む。

無

福

ボランティアセンター運営委
員会との連携によるボラン
ティア活動の推進

香南市社会福祉協
議会との連携強化

★

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協
議会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

◆本の読み聞かせグループの活動支援をしている。◆ボランティア
（図書館クラブ）の保育所・幼稚園への読み聞かせ活動を支援して
いる。◆活動補助及び読書ボランティア講座を開催し後継者の育
成を図る。【市単独】

ボランティアの方々の高齢
化が進んでおり、後継者の
育成が必要

読書ボランティア講座を開催
し、後継者の育成を図る。

読み聞かせグループへの
補助

生

読書ボランティア養成講座
の継続実施

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

成年期 21
香南いきいき

セミナーの開催

◆子どもから高齢者までが知識を広げ、心豊かにより楽しく生きが
いを感じながら生活を送ることができるよう、個々の人生を広がり
のある豊かなものにしていくための生涯学習の場として市民大学セ
ミナーを開催する。

受講者は増えているが、若
い年齢層の受講者が少な
い。

アンケートを実施し、市民の
望む講師の選定を行い、年4
回のセミナーを実施する。

無

生

住民ニーズを把握すること
により、より効果的な講演
内容とすることができる。そ
のために住民ニーズの高い
健康関連の部署と人権課と
連携をとり、講師の選定を
行っていく。また、市の取り
組むべき課題に対応した講
演内容・講師を選定するこ
とにより、市の課題解決に
も役立て、住民生活の向上
を図る。

年4回のセミナー実
施

○

年4回のセミナー実施 年4回のセミナー実施 年4回のセミナー実施 年4回のセミナー実
施

年4回のセミナー実施

成年期 22
まちづくり活動

参加支援

◆地域活性化総合補助制度（まちづくり協議会・自治会づくり）・市
民主役のまちづくり支援事業の補助制度がある。
　補助金額：自治会…町内会加入世帯に２千を乗じた金額。協議
会は４千円を乗じた金額。市民主役は、補助金の上限は２０万円で
補助対象事業費（最大２５万）の８割補助。

自治会は、H27中に赤岡4
自治会、野市9自治会、夜
須1自治会が設立したが、
野市でまだ説明を行えてい
ない地域がある。また設立
済み自治会でも、活動を模
索中など支援体制が必要
である。
協議会は新たに夜須で設
立され、全10協議会で評議
会を行っているが、事業の
マンネリ化や役員の後継者
不足などの課題が明確に
なてきた。
市民主役については、継続
補助の要望もでてきそうで
ある。

野市でまだ説明を行えてい
ない地域があるため、説明
会を順次開催し設立を促
す。また設立済み自治会の
活性化を促すため地区担当
職員含め支援体制を確立す
る。
協議会は赤岡町での設立を
目指す。
市民主役については、継続
補助を検討する。

無

地

自治会…野市地区H30年度
までに、40自治会を立ち上
げる。1月末現在の結成率
40分の13自治会
赤岡地区H27年度までに、9
自治会を立ち上げる。1月
末現在の結成率9分の5自
治会
協議会…香南市全体でH31
年までに19協議会の結成を
目指す。１月末現在の結成
率19分の9協議会
市民主役…意向調査の結
果踏まえ、要項改正を考え
る

自治会…野市地区
で10地区の結成を
目指す。赤岡地区で
4地区の結成を目指
す。夜須地区で１自
治会の結成を目指
す。
協議会…夜須地区
１協議会、野市地区
２協議会を目指す。
協議会長を集めた
評議会を結成し、市
政について意見や
提言をいただく。
市民主役…意向調
査の実施。要項改
正。当初予算へ計
上。

○

自治会…野市地区で
10地区の結成を目指
す。
協議会…赤岡地区１
協議会、野市地区２
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…補助金の
説明会を開催する

自治会…野市地区で
5地区の結成を目指
す。
協議会…野市地区２
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する

自治会…野市地区で
2地区の結成を目指
す。
協議会…野市地区１
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する

自治会…全地域で
結成済み
協議会…野市地区１
協議会を立ち上げ全
地域で結成。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する。
自治会・協議会、市
民主役の補助要綱
について、再検討す
る。

市のまちづくりの進め
方として、市の協議
会長を集めた評議会
を中心に考えて行く。
行政と市民の意見を
聞く協働のまちづくり
を進めるための諮問
機関としての役割を
備える組織を作る。

成年期 ５．生活環境支援

成年期 23
◆
相
談

消費生活相談

◆多重債務、通信販売やネット販売によるトラブル、架空請求、還
付金詐欺などの窓口相談を実施している。【全国一律】

相談業務は行っているが、
市専門相談員がいないた
め、市で問題解決ができる
までの体制が整っていな
い。専門の相談員を配置す
るか、広域での相談体制を
整える検討が必要がある。

県消費生活センターと連携
を取り、相談者の問題解決
につとめる。

地方消費者行政活性化交
付金 1/2

商

住民に対して、消費者行政
の啓発を行い、相談窓口を
充実させる。

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

成年期 24

◆
居
住
環
境

粗大ごみ区域
の見直し

◆旧町村単位で実施している粗大ごみの持込場所と区域をなくす
ことで、持込日、持込場所を選択でき持込可能日も増える。区域の
見直しに向け、今後施設周辺住民等と協議をしていく。

粗大ごみ施設の区域開放
により天候等諸問題での持
ち込み数量の増加があると
ともに、指定日の交通量増
加も見込まれ、近隣住民の
理解を得ることが課題であ
る。

H29より全区域開放を実施す
るにあたり、吉川町の粗大ご
み置場への搬入が増加する
見込みであるため、敷地内
にある旧吉川共同集出荷貯
蔵施設を解体する。

無

環

H29より全区域開放を実施
する。

一時保管施設周辺
の関係自治会等と
の協議を行う。

×

一時保管施設周辺の
関係自治会等との協
議を行う。
また吉川町の粗大ご
み置場の敷地内にあ
る旧吉川共同集出荷
貯蔵施設を解体す
る。

全地域の区域開放を
行う。

成年期 ６．人権相談・支援

54 成年期 25
◆
相
談

ＤＶ相談窓口

◆生活全般に関わる相談業務を人権課及び赤岡・吉川両市民館
において、日々行っており、家庭内暴力・ＤＶ相談を含めた相談等
があれば関係機関（市：福祉事務所、教育委員会、住宅管財課、そ
の他：警察、女性センター等）と連携し対応している。【人】
◆こども（概ね18歳未満）がいる家庭については児童家庭相談とし
て対応している。【福】

相談窓口の周知が必要。
【人】
個人情報の取り扱いに留意
が必要。
緊急避難場所の確保。
【福】

市民館だよりや窓口表示を
行い、周知に努める。【人】
女性相談支援センターなど
の関係機関や関係課との情
報共有および連携の強化。
【福】

福 人

ＤＶや家庭内暴力等の防
止・根絶【人】
各種支援制度による被害者
の自立。【福】

継続して実施【人】
相談員の配置によ
る相談体制の支援
継続【福】

－

継続して実施【人】
相談員の配置による
相談体制の支援継続
【福】

継続して実施【人】
相談員の配置による
相談体制の支援継続
【福】

継続して実施【人】
相談員の配置による
相談体制の支援継続
【福】

継続して実施【人】 継続して実施【人】

49
55

成年期 20

◆
交
流

地域ボランティア
活動支援

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

熟年期 １．文化・スポーツ・交流・社会活動等支援

熟年期 1 軽スポーツの推進

◆激しい運動ができない世代に健康増進や交流を目的にペタン
ク、パークゴルフ、ゲートボール等の軽スポーツを推進する。

愛好者の増加を図る必要
がある

まちづくり自治会等への道具
の貸出しや、スポーツ推進
員を派遣し、運営の補助を
する

無

生

熟年者の健康増進と交流を
図る。

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者
数

○

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１５５
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１６０
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１６５
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１７０
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１８０
人

熟年期 2
ウォーキング
習慣の推進

◆（新）ウォーキングコースの設定及びウォーキングの推進【健・
生】

・順次ウォーキングコースを
設定し、住民への周知が必
要
・ウォーキング人口の増加
【健・生】

・広報等で住民に安全で安
心してウォーキングが楽しめ
る環境をアピール
・ウォーキング入門教室など
を開催し、始めるきっかけを
提供　【健・生】

無

健 生

ウォーキング人口の増加に
より健康指標（肥満割合等）
の改善を図る。【健・生】

野市、吉川地区の
コースの設定【健・
生】

○

・赤岡、香我美地区
のコースの設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・夜須地区のコース
の設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・ウォーキングマップ
の作成
・ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。健康指標（肥
満割合等）の改善。
【健・生】

熟年期 3 スポーツの推進

◆スポーツ教室及び各種スポーツ大会の開催や各種スポーツクラ
ブの育成支援。

全体の人口減も一因である
が、活動人口が減少してい
る。また、中核となる人材が
増えていかない。

チラシやポスターによる啓
発、広報活動やメディア
（ホームページやブログ）に
よりスポーツの魅力を発信
する。特にマリンスポーツの
推進についてはヨットの魅力
を発信する機会を増やして
いく。

無

生

スポーツ分野における人生
支援は、スポーツを始める
きっかけを発信すること、始
めたいと思ったときに気軽
に始められる環境作りが大
切になる。今まで通り地道
な広報活動を中心に幅広い
分野で教室等を開催し、ス
ポーツに触れる機会を提供
する。

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

熟年期 4
芸術・文化活動

の推進

◆文化協会、各種サークルの活動支援 文化協会の会員の高齢化
が進んでおり、後継者の育
成が急務となっている。

会の運営や指導の技術向上
に資する講習等を該当者に
対し情報提供する。

無

生

指導者と後継者育成のため
の講習会の情報提供。

継続して実施

▲

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

◆地域住民のボランティア活動に関する理解を深め、新たな活動
者の発掘、具体的な仲介等ボランティア活動の推進を図る。実施
主体は香南市社会福祉協議会。

継続的なボランティアの育
成が課題。

ボランティア募集情報誌「ボ
ランティア求人票」の発刊。
ボランティアセンターのチラ
シを作成するなど情報発信
に取り組む。

無

福

ボランティアセンター運営委
員会との連携によるボラン
ティア活動の推進

香南市社会福祉協
議会との連携強化

★

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協
議会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

◆本の読み聞かせグループの活動支援をしている。
◆ボランティア（図書館クラブ）の保育所・幼稚園への読み聞かせ
活動を支援している。
◆活動補助及び読書ボランティア講座を開催し後継者の育成を図
る。【市単独】

ボランティアの方々の高齢
化が進んでおり、後継者の
育成が必要

読書ボランティア講座を開催
し、後継者の育成を図る。

読み聞かせグループへの
補助

生

読書ボランティア養成講座
の継続実施

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

69
70

熟年期 6
三世代交流
イベント推進

◆町民運動会・親子マリンスポーツ教室・親子サッカー教室・三世
代交流凧揚げ大会・三世代交流地引き網大会等の開催をしてい
る。◆地域密着型の三世代交流により、地域活性化を推進する。
【生】

事業実施ｎが当日の天候に
よって左右され、参加予定
者、来場者への周知が難し
い。(生)

当日決定のため、電話対
応、現地対応に限定される。
また、天候に左右されない事
業の検討を行う。【生】

無

生 地

現状のまま継続。（三世代
交流凧揚げ大会：マスコミを
通じて周知されており多数
の参加者がある。親子地引
き網大会：香南市内全小学
校に文書で周知しており多
数の参加がある。【生】

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

熟年期 7
◆
交
流

まちづくり活動
参加支援

◆地域活性化総合補助制度（まちづくり協議会・自治会づくり）・市
民主役のまちづくり支援事業の補助制度がある。
　補助金額：自治会…町内会加入世帯に２千を乗じた金額。協議
会は４千円を乗じた金額。市民主役は、補助金の上限は２０万円で
補助対象事業費（最大２５万）の８割補助。

自治会は、H27中に赤岡4
自治会、野市9自治会、夜
須1自治会が設立したが、
野市でまだ説明を行えてい
ない地域がある。また設立
済み自治会でも、活動を模
索中など支援体制が必要
である。
協議会は新たに夜須で設
立され、全10協議会で評議
会を行っているが、事業の
マンネリ化や役員の後継者
不足などの課題が明確に
なてきた。
市民主役については、継続
補助の要望もでてきそうで
ある。

野市でまだ説明を行えてい
ない地域があるため、説明
会を順次開催し設立を促
す。また設立済み自治会の
活性化を促すため地区担当
職員含め支援体制を確立す
る。
協議会は赤岡町での設立を
目指す。
市民主役については、継続
補助を検討する。

無

地

自治会…野市地区H30年度
までに、40自治会を立ち上
げる。1月末現在の結成率
40分の13自治会
赤岡地区H27年度までに、9
自治会を立ち上げる。1月
末現在の結成率9分の5自
治会
協議会…香南市全体でH31
年までに19協議会の結成を
目指す。１月末現在の結成
率19分の9協議会
市民主役…意向調査の結
果踏まえ、要項改正を考え
る

自治会…野市地区
で10地区の結成を
目指す。赤岡地区で
4地区の結成を目指
す。夜須地区で１自
治会の結成を目指
す。
協議会…夜須地区
１協議会、野市地区
２協議会を目指す。
協議会長を集めた
評議会を結成し、市
政について意見や
提言をいただく。
市民主役…意向調
査の実施。要項改
正。当初予算へ計
上。

○

自治会…野市地区で
10地区の結成を目指
す。
協議会…赤岡地区１
協議会、野市地区２
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…補助金の
説明会を開催する

自治会…野市地区で
5地区の結成を目指
す。
協議会…野市地区２
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する

自治会…野市地区で
2地区の結成を目指
す。
協議会…野市地区１
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する

自治会…全地域で
結成済み
協議会…野市地区１
協議会を立ち上げ全
地域で結成。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する。
自治会・協議会、市
民主役の補助要綱
について、再検討す
る。

市のまちづくりの進め
方として、市の協議
会長を集めた評議会
を中心に考えて行く。
行政と市民の意見を
聞く協働のまちづくり
を進めるための諮問
機関としての役割を
備える組織を作る。

熟年期 ２．医療・福祉支援

熟年期 8
香南市在宅介護
手当支給事業

◆在宅介護者に介護手当支給　　8,000円／月 対象者が明確でなく、周知
が不十分。

規則改正により、対象者を
明確にし、広報や関係機関
を通じて周知していく。

無

福

介護者の生活苦軽減のた
め継続支援。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

74 熟年期 9
香南市社会参加
のための外出

支援サービス事業

◆身体障害者を移送用車両で送迎し、社会参加のための外出支
援を行う。　30時間／年

利用者が固定化している。 相談支援機関との情報共有
により、要綱の見直しも含
め、利用促進に向けて検討
していく。

無

福

障害者の在宅での生きが
い活動を助長するとともに、
介護者の労苦の軽減及び
障害者の自立と生活の質
の確保が図れるため継続
支援。

継続支援

▲

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

熟年期 10
香南市医療機関

送迎サービス

◆障害者を移送用車両で医療機関へ送迎。月１回まで。上限は高
知市5,000円、南国市3,000円まで。香南市内は自己負担なし

ニーズの高い事業であり、
対象者の拡大に向けての
調査が必要である。

障害者計画策定のための
ニーズ調査にて実態把握を
行う。

無

福

障害者の在宅生活を支援
し、自立と生活の質の確保
を図るため、継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

68

◆
医
療
・
福
祉

◆
交
流

◆
心
と
か
ら
だ
の
健
全

地域ボランティア
活動支援

熟　　年　　期

熟年期 5

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

75 熟年期 11
香南市福祉医療費

助成事業
(障害者)

◆保険給付対象医療費の自己負担額の全額助成。（身体障害者
手帳１～３級又は療育手帳を取得した人の健康保険適用分の自己
負担金を助成）

県単事業：対象者は、身体障
害者手帳1・2級または療育手
帳A1・A2を取得した人及び身
体障害者手帳3級または4級
かつ療育手帳B1・B2を取得し
た人。一部所得制限有。（補助
率1/2）
市単事業：対象者は、身体障
害者手帳3級または療育手帳
B1・B2を取得した人。所得制
限有り。

福

障害者の保健の向上と福
祉の増進のため継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

61
62
63
64
65
66
71
72

熟年期 12
特定健診・
健康診査

◆特定健診：集団健診と医療機関での個別健診（国保被保険者の
40歳から74歳を対象/無料、人間ドック費用の助成）、肝炎検査（集
団健診のみ/無料）
◆各種健康教室（健診結果説明会・生活習慣病予防教室・運動教
室・家庭血圧測定指導・健康相談等）の実施。

○働き盛り年齢（40～64歳）
の健診受診率や保健指導
利用率が低い。

▶休日健（検）診
セット健（検）診…特定健診
＋がん検診
▶託児つき健診
▶特定健診受診券有効期限
の延長等
【効果】事業を利用すること
により、疾病の早期発見・早
期治療、生活習慣病の発生
予防を目的とする。結果とし
て壮年期（働き盛り年齢）死
亡の減少、健康寿命の延伸
（要介護者の減少）、生活の
質の向上につながり、医療
費や介護保険料の抑制とな
り市民負担の軽減となると予
測される。

特定健康診査等負担金
（国・県）1/2、健康増進事業
費補助金（県）1/2

健

▶特定健診/特定保健指導：
29年度までに受診率60%/
指導率60%を目標とする。

①40～64歳の働き
ざかり年齢に重点を
置いた取り組みの
推進（休日健診・が
んセット検診・託児
つき健診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向け
て自治会等への働
きかけを行う）
③健康実態把握の
ための市民を対象と
したアンケート調査
内容の準備
④健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

○

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセッ
ト検診・託児つき健
診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③アンケート調査によ
る健康実態の把握④
健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセッ
ト検診・託児つき健
診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③第２期健康増進計
画策定に向けて取り
組みの評価および計
画の見直しを行う。
④健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

61
62
63
64
65

熟年期 13 がん検診

◆がん検診等（28年度まで無料）：胃がん（40歳以上）、肺がん（40
歳以上64歳まで）・結核（65歳以上）、大腸がん（40歳以上）、乳が
ん（40歳以上）、子宮がん（20歳以上）、前立腺がん（50歳以上男
性）　集団検診を主とする。

特に40～50歳代の受診率
が低い傾向にある。

【効果】事業を利用すること
により、疾病の早期発見・早
期治療、生活習慣病の発生
予防を目的とする。結果とし
て壮年期（働き盛り年齢）死
亡の減少、健康寿命の延伸
（要介護者の減少）、生活の
質の向上につながり、医療
費や介護保険料の抑制とな
り市民負担の軽減となると予
測される。

がん検診推進事業費補助
金(国・県）1/2、健康増進事
業費補助金（県）1/2

健

▶がん検診：各がん検診受
診率50%を目標とする。

①40～64歳の働き
ざかり年齢に重点を
置いた取り組みの
推進（休日健診・が
んセット検診・託児
つき健診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向け
て自治会等への働
きかけを行う）
③健康実態把握の
ための市民を対象と
したアンケート調査
内容の準備
④健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

○

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセッ
ト検診・託児つき健
診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③アンケート調査によ
る健康実態の把握④
健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセッ
ト検診・託児つき健
診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③第２期健康増進計
画策定に向けて取り
組みの評価および計
画の見直しを行う。
④健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

熟年期 14

各種健診受診勧奨
（国保被保険者
　への人間ドック

　の助成）

◆国保被保険者への人間ドックの助成。国保の被保険者が、人間
ドック同時実施機関において特定健診の実施に代え実施すること
とし、特定健診実施項目に必要な経費を負担する。

人間ドックの費用からいう
と、特定健診実施項目の必
要経費となるため少額とな
る。

無

保

継続して支援 継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

67 熟年期 15

◆
心
の
ケ
ア

こころの
健康づくり

◆住民一人ひとりが自殺の要因となるこころと体の健康や自殺に
対する正しい知識を持ち、自殺予防のための大切な行動、「気づ
き」「つなぎ」「見守り」ができるように、民生委員定例会で情報交換
等を実施するとともに、健診現場やイベントや広報等普及啓発を測
る。

近隣市町と比較すると自殺
率は低い。そのなかでは、
若い世代の自殺率が若干
高い傾向にある。

こころの体温計（市のホーム
ページを活用したメンタル
チェックシステム）の導入と
運営（26年度～）

自殺対策強化事業費県補
助金（1/2)

健

20～50歳代の若い年齢の
自殺率が減少する。

地域でこころの健康
に関する「気づき」
「つなぎ」「見守り」が
できる仕組みをつく
る。
①民生委員等との
情報交換や事例検
討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や
相談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営
④健康づくり推進委
員会での評価・見直
し

○

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
前年度実績等により
検討）
④市民対象のアン
ケート調査（こころの
健康の項目を入れ
る）
⑤健康づくり推進委
員会での評価・見直
し

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
前年度実績等により
検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し（第２期健康増
進計画策定により実
態の見直し）

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。第
２期健康増進計画に
基づく取り組み
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
毎年の実績評価や健
康実態により検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し

地域でこころの健康
に関する「気づき」
「つなぎ」「見守り」が
できる仕組みをつく
る。第２期健康増進
計画に基づく取り組
みの推進
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
毎年の評価や実態
により検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。第
２期健康増進計画に
基づく取り組みの推
進
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
毎年の評価や実態に
より検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し

熟年期 ３．人権相談・支援

熟年期 16 DV防止啓発

◆DV被害に対し、各種支援内容を関係機関と連携し広報、啓発等
を推進する。【全国一律】（女性に対するあらゆる暴力（ドメスティッ
ク・バイオレンス、セクシャル・ハラスメント防止等）の根絶に向け
て、各種イベント会場でのパネル展示による啓発や市広報誌への
啓発記事掲載等の実施を行うなのど取り組みを推進している。）
【人】

ＤＶの防止・根絶に特化した
啓発の機会が少ない。【人】

DV対策連携支援ネットワー
クとの連携や高知県DV被害
者支援計画に基づき効果的
な啓発を行っていく。【人】

無

福 人

人権が尊重されDV等の暴
力を許さない社会づくりの
実現【人】

関係機関との連携
による継続支援

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

73 熟年期 17
家庭内暴力・
ＤＶ相談室

◆生活全般に関わる相談業務を人権課及び赤岡・吉川両市民館
において、日々行っており、家庭内暴力・ＤＶ相談を含めた相談等
があれば関係機関（市：福祉事務所、教育委員会、住宅管財課、そ
の他：警察、女性センター等）と連携し対応している。【人】

相談窓口の周知が必要。
【人】

市民館だよりや窓口表示を
行い、周知に努める。【人】

福 人

ＤＶや家庭内暴力等の防
止・根絶【人】

継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

熟年期 18 成年後見相談

◆精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症など）により判断能
力が十分でない方が、不利益を被らないように、その方を援助して
くれる人を付けてもらう為に相談を受け支援を行う。

成年後見制度利用者の増
加に伴う後見人受任者不
足。

法人後見の拡大や市民後見
人の活用により、後見制度
や後見受任者の確保を行っ
ていく。

香南市成年後見制度利用
支援事業助成金

福

不利益を被らないよう内部
検討委員会を充実させ支援
の継続を図る。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

◆
啓
発
・
相
談

◆
健
診

◆
医
療
・
福
祉

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

熟年期 ４．生活環境支援

熟年期 19
◆
相
談

消費生活相談

◆多重債務、通信販売やネット販売によるトラブル、架空請求、還
付金詐欺などの窓口相談を実施している。【全国一律】

相談業務は行っているが、
市の専門相談員がいない
ため、市で問題解決ができ
るまでの体制が整っていな
い。専門の相談員を配置す
るか、広域での相談体制を
整える検討が必要がある。

県消費生活センターと連携
を取り、相談者の問題解決
につとめる。

地方消費者行政活性化交
付金 1/2

商

住民に対して、消費者行政
の啓発を行い、相談窓口を
充実させる。

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

熟年期 20

◆
居
住
環
境

粗大ごみ区域
の見直し

◆旧町村単位で実施している粗大ごみの持込場所と区域をなくす
ことで、持込日、持込場所を選択でき持込可能日も増える。区域の
見直しに向け、今後施設周辺住民等と協議を行っていく。

粗大ごみ施設の区域開放
により天候等諸問題での持
ち込み数量の増加があると
ともに、指定日の交通量増
加も見込まれ、近隣住民の
理解を得ることが課題であ
る。

H29より全区域開放を実施す
るにあたり、吉川町の粗大ご
み置場への搬入が増加する
見込みであるため、敷地内
にある旧吉川共同集出荷貯
蔵施設を解体する。

無

環

H29より全区域開放を実施
する。

一時保管施設周辺
の関係自治会等と
の協議を行う。

×

一時保管施設周辺の
関係自治会等との協
議を行う。
また吉川町の粗大ご
み置場の敷地内にあ
る旧吉川共同集出荷
貯蔵施設を解体す
る。

全地域の区域開放を
行う。

熟年期 ５．地域活性化支援

熟年期 21
◆
移
住

移住促進事業

◆（新）香南市への移住による人口増加や地域活性化を促進す
る。

①「住まいの確保」を前提と
して「働く場の確保」
②転入者や若者を呼び込
むための魅力やセールスポ
イントの充実
③「ずっと香南市に住み続
けたい」と思えるような魅力
あるまちづくり（移住しても
定住につながらないケース
がある）

①行政のみならず、各関係
機関や地元企業・地域の住
民の方々の協力による定住
移住対策の確立
・定住移住の総合相談窓口
の設置
・移住専門相談員の配置
・住宅（空き家）バンクの構築
に向けた取組
・ハローワーク等の就業斡旋
機関との連携
②「住む（移住）」を促進し、
「住み続ける（定住）」ための
施策の構築
・各種補助事業の活用
・余暇の活用（多様な学習機
会）
・社会参加活動への促進

有

地

①移住促進ＨＰアクセス数
②移住者数
③空き家登録者数
④受け入れ可能な住宅等
の数

①なし
②１組《県相談窓口
実績数》
③なし
④なし

－

①１，０００回／年
②２組／年（延）
③２棟／年（延）
④２棟／年（延）

①１，０００回／年
②４組／年（延）
③４棟／年（延）
④４棟／年（延）

①２，０００回／年
②９組／年（延）
③７棟／年（延）
④９棟／年（延）

①２，０００回／年
②２０組／年（延）
③１０棟／年（延）
④１４棟／年（延）

①２，０００回／年
②３０組／年（延）
③２５棟／年（延）
④１０棟／年（延）

１．高齢者の生活支援

◆①緊急通報体制整備事業（独居高齢者等に緊急通報装置を貸
与し、安否確認や急病等に対応）　②軽度生活援助事業（掃除や
買い物等の家事援助サービス）　③日常生活用具給付事業（火災
警報器、電磁調理器、自動消火器の支給や福祉電話の貸与）　④
医療機関送迎サービス事業（医療機関への送迎に対するタクシー
代の助成）

医療機関送迎サービスの
ニーズが高まり、より多くの
方に利用してもらえるよう
ニーズ調査をしたり、周囲
の市町村の動向を調査す
る必要がある。

医療機関送迎サービスの対
象要件の見直しによる拡
大。

無

高

住み慣れた地域で、自立し
た生活を継続していくため、
多様なニーズに対応し個々
の高齢者の状況や変化に
応じた適切なサービスの提
供を行い介護予防、生活支
援を図っていく。

民生委員・居宅介護
支援事業所のケア
マネ等への情報提
供や、広報誌への
掲載などにより対象
件数等の周知に努
め利用者の増に努
める。

○

民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供
や、広報誌への掲載
などにより対象件数
等の周知に努め利用
者の増に努める。

民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供
や、広報誌への掲載
などにより対象件数
等の周知に努め利用
者の増に努める。

民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供
や、広報誌への掲載
などにより対象件数
等の周知に努め利用
者の増に努める。

必要とするサービス
の把握に努め、多様
な支援が提供できる
よう努める。

必要とするサービス
の把握に努め、多様
な支援が提供できる
よう努める。

◆①在宅介護手当支給事業　②介護用品支給事業
在宅で介護している方に、介護負担の軽減となるよう介護用品の
支給や、介護手当の支給を行いその労に報いるとともに家族の絆
を深めていただくことを目的とする。

多くの住民、ケアマネー
ジャーに制度内容を知って
もらう必要がある。

広報誌の掲載や、ケアマ
ネージャへの広報により対
象要件等の周知に努めてい
く。

①無②介護特会（地域支援
事業費）

高

住み慣れた地域での生活を
継続していくため、介護者
の負担軽減となるよう、関
係機関と連携し、高齢者の
状況を把握するとともに在
宅福祉の支援を行ってい
く。

民生委員・居宅介護
支援事業所のケア
マネ等への情報提
供や、広報誌への
掲載などにより対象
件数等の周知に努
め利用者の増に努
める。

○

民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供
や、広報誌への掲載
などにより対象件数
等の周知に努め利用
者の増に努める。

民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供
や、広報誌への掲載
などにより対象件数
等の周知に努め利用
者の増に努める。

民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供
や、広報誌への掲載
などにより対象件数
等の周知に努め利用
者の増に努める。

必要とするサービス
の把握に努め、多様
な支援が提供できる
よう努める。

必要とするサービス
の把握に努め、多様
な支援が提供できる
よう努める。

高齢期 2
高齢者の住まい

支援事業

◆高齢者生活福祉センターへの入居や介護認定者の住宅改修へ
の支援。

・高齢者生活福祉センター
については、居住者の高齢
化に伴う健康管理が課題。
・住宅改造支援については
補助対象となる住宅改造の
内容が、申請者の身体状
況等に対して適正かの判断
が難しい。

・高齢者生活福祉センターに
ついては委託先と連携を図
るともに、住人の健康管理に
気をつけながら定期的な関
わりを継続していく。
・請者の身体状況等に合っ
た適正な住宅改造が実施さ
れるように申請者や家族、ケ
アマネ等からの聞き取りと現
場確認、また工事請負業者
との打合せを適宜行う。

住宅改造支援事業費補助
金（県1/3）

高

高齢者生活支援センター：
今後も引き続き緊急入所や
一時入居などに迅速に対応
するとともに、入居者の精
神面、健康面についても委
託先と連携を図る。保守点
検を実施する。
住宅改修：ケアマネー
ジャーと連携し、現地確認と
本人のADLのアセスメントを
行い本人の状況に合った改
修を行っていく。

虐待や災害などの
状況により緊急入所
が必要な方に委託
先と連携し迅速に対
応する。施設の保守
点検を実施する。
民生委員・居宅介護
支援事業所のケア
マネ等への情報提
供をすすめるととも
に適正化により適正
に給付されているか
を確認する。

○

虐待や災害などの状
況により緊急入所が
必要な方に委託先と
連携し迅速に対応す
る。施設の保守点検
を実施する。
民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供を
すすめるとともに適正
化により適正に給付
されているかを確認
する。

虐待や災害などの状
況により緊急入所が
必要な方に委託先と
連携し迅速に対応す
る。施設の保守点検
を実施する。
民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供を
すすめるとともに適正
化により適正に給付
されているかを確認
する。

虐待や災害などの状
況により緊急入所が
必要な方に委託先と
連携し迅速に対応す
る。施設の保守点検
を実施する。
民生委員・居宅介護
支援事業所のケアマ
ネ等への情報提供を
すすめるとともに適正
化により適正に給付
されているかを確認
する。

虐待や災害などの状
況により緊急入所が
必要な方に委託先と
連携し迅速に対応す
る。施設の保守点検
を実施する。
本人のADLにあった
給付ができているか
適正に給付されてい
るかを確認する。

虐待や災害などの状
況により緊急入所が
必要な方に委託先と
連携し迅速に対応す
る。施設の保守点検
を実施する。
本人のADLにあった
給付ができているか
適正に給付されてい
るかを確認する。

高齢期 ２．医療・福祉・ケア等支援

高齢期 3
香南市在宅介護
手当支給事業

◆在宅介護者に介護手当支給　　8,000円／月 対象者が明確でなく、周知
が不十分。

対象者を明確にし、広報や
関係機関を通じて周知して
いく。

無

高 福

介護者の生活苦軽減のた
め継続支援。

継続支援

○

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

高齢期 4
香南市医療機関

送迎サービス

◆障害者を移送用車両で医療機関へ送迎。月１回まで。上限は高
知市5,000円、南国市3,000円まで。香南市内は自己負担なし

ニーズの高い事業であり、
対象者の拡大に向けての
調査が必要である。

障害者計画策定のための
ニーズ調査にて実態把握を
行う。

無

福

障害者の在宅生活を支援
し、自立と生活の質の確保
を図るため、継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

88 1高齢期

◆
医
療
・
福
祉

◆
す
ま
い
・
移
動

高　　齢　　期

高齢者の
生活支援

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

高齢期 5
香南市福祉
医療費助成

事業（障害者）

◆身体障害者手帳１～３級または療育手帳を取得した人の健康保
険適用分の自己負担金を助成する。

県単事業：対象者は、身体障
害者手帳1・2級または療育手
帳A1・A2を取得した人及び身
体障害者手帳3級または4級
かつ療育手帳B1・B2を取得し
た人。一部所得制限有。（補助
率1/2）
市単事業：対象者は、身体障
害者手帳3級または療育手帳
B1・B2を取得した人。所得制
限有り。

福

障害者の保健の向上と福
祉の増進のため継続支援。

継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

76
77
78
79
80
81
84
85

高齢期 6
特定健診・
健康診査

◆特定健診：集団健診と医療機関での個別健診（75歳以上は健康
診査として実施、無料、人間ドック費用の助成）、生活保護受給者
も受診可能/無料
◆各種健康教室（健診結果説明会・生活習慣病予防教室・運動教
室・家庭血圧測定指導・健康相談等）の実施。

健診受診率が低い。 ▶休日健（検）診
▶セット健（検）診…特定健診
＋がん検診
▶特定健診受診券有効期限
の延長等
【効果】事業を利用すること
により、疾病の早期発見・早
期治療、生活習慣病の発生
予防を目的とする。結果とし
て壮年期（働き盛り年齢）死
亡の減少、健康寿命の延伸
（要介護者の減少）、生活の
質の向上につながり、医療
費や介護保険料の抑制とな
り市民負担の軽減となると予
測される。

特定健康診査等負担金
（国・県）1/3、健康増進事業
費補助金（県）1/2

健

▶特定健診/特定保健指導：
29年度までに受診率60%/
指導率60%を目標とする。

①健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向け
て自治会等への働
きかけを行う）
②健康実態把握の
ための市民を対象と
したアンケート調査
内容の準備
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

○

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセッ
ト検診・託児つき健
診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③アンケート調査によ
る健康実態の把握④
健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①40～64歳の働きざ
かり年齢に重点を置
いた取り組みの推進
（休日健診・がんセッ
ト検診・託児つき健
診）
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③第２期健康増進計
画策定に向けて取り
組みの評価および計
画の見直しを行う。
④健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

76
77
78
79
80
81

高齢期 7 がん検診

◆がん検診等（28年度まで無料）：胃がん（40歳以上）、肺がん（40
歳以上64歳まで）・結核（65歳以上）、大腸がん（40歳以上）、乳が
ん（40歳以上）、子宮がん（20歳以上）、前立腺がん（50歳以上男
性）

高齢期にも好発する胃、大
腸がん検診の受診率が低
い。

【効果】事業を利用すること
により、疾病の早期発見・早
期治療、生活習慣病の発生
予防を目的とする。結果とし
て壮年期（働き盛り年齢）死
亡の減少、健康寿命の延伸
（要介護者の減少）、生活の
質の向上につながり、医療
費や介護保険料の抑制とな
り市民負担の軽減となると予
測される。

がん検診推進事業費補助
金(国・県）1/2、健康増進事
業費補助金（県）1/2

健

▶がん検診：各がん検診受
診率50%を目標とする。

①休日健診・がん
セット検診の実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向け
て自治会等への働
きかけを行う）
③健康実態把握の
ための市民を対象と
したアンケート調査
内容の準備
④健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

○

①休日健診・がんセッ
ト検診の実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③アンケート調査によ
る健康実態の把握④
健康づくり推進委員
会・専門部会の開催

①休日健診・がんセッ
ト検診の実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③第２期健康増進計
画策定に向けて取り
組みの評価および計
画の見直しを行う。
④健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

①第２期健康増進計
画に基づく事業計画
作成と実施
②健康づくり推進員
による受診勧奨（不
在地区解消に向けて
自治会等への働きか
けを行う）
③健康づくり推進委
員会・専門部会の開
催

高齢期 8 こころの健康づくり

◆住民一人ひとりが自殺の要因となるこころと体の健康や自殺に
対する正しい知識を持ち、自殺予防のための大切な行動、「気づ
き」「つなぎ」「見守り」ができるように、民生委員定例会で情報交換
等を実施するとともに、健診現場やイベントや広報等普及啓発を測
る。

近隣市町と比較すると自殺
率は低い。そのなかでは、
若い世代の自殺率が若干
高い傾向にある。

こころの体温計（市のホーム
ページを活用したメンタル
チェックシステム）の導入と
運営（26年度～）

自殺対策強化事業費県補
助金（1/2)

健

20～50歳代の若い年齢の
自殺率が減少する。

地域でこころの健康
に関する「気づき」
「つなぎ」「見守り」が
できる仕組みをつく
る。
①民生委員等との
情報交換や事例検
討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や
相談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営
④健康づくり推進委
員会での評価・見直
し

○

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
前年度実績等により
検討）
④市民対象のアン
ケート調査（こころの
健康の項目を入れ
る）
⑤健康づくり推進委
員会での評価・見直
し

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
前年度実績等により
検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し（第２期健康増
進計画策定により実
態の見直し）

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。第
２期健康増進計画に
基づく取り組み
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
毎年の実績評価や健
康実態により検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し

地域でこころの健康
に関する「気づき」
「つなぎ」「見守り」が
できる仕組みをつく
る。第２期健康増進
計画に基づく取り組
みの推進
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
毎年の評価や実態
により検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し

地域でこころの健康
に関する「気づき」「つ
なぎ」「見守り」ができ
る仕組みをつくる。第
２期健康増進計画に
基づく取り組みの推
進
①民生委員等との情
報交換や事例検討
②普及啓発：「睡眠」
に着目した啓発や相
談先の周知
③こころの体温計の
導入と運営（実施は
毎年の評価や実態に
より検討）
④健康づくり推進委
員会での事業評価・
見直し

高齢期 9
独居、高齢世帯

への見守り

◆地域包括支援センター職員や日本郵便の外務員による高齢者
世帯への見守り訪問。

高齢化に伴い見守り対象者
数が増加していくため、地
域包括支援センターによる
訪問では、早期発見、早期
対応は困難であるため、他
機関と連携し、多くの目で
見守りを行っていく必要が
ある。

地域包括支援センタ-による
訪問のほか、日本郵便の外
務員による高齢者世帯訪問
での状況確認や、民生委員
との連携などを強化し、早期
に問題を発見、対応できる
体制を整えていく。

無

高

日本郵便の外務員による見
守り訪問の継続。
民生委員や地域住民、病院
やケアマネジャー、サービ
ス事業所などの関係者との
連携の強化。
市民に向けて、なお一層、
相談窓口としての地域包括
支援センターの周知、啓発
地域による見守り体制の充
実

・郵便局の外務員に
よる高齢者生活状
況把握事業の継続
・関係機関とのネッ
トワーク強化
・実態把握相談員に
よる訪問の継続 ○

・郵便局の外務員に
よる高齢者生活状況
把握事業の継続
・関係機関とのネット
ワーク強化
・実態把握相談員に
よる訪問の継続

・郵便局の外務員に
よる高齢者生活状況
把握事業の継続
・関係機関とのネット
ワーク強化
・実態把握相談員に
よる訪問の継続

・郵便局の外務員に
よる高齢者生活状況
把握事業の継続
・関係機関とのネット
ワーク強化
・実態把握相談員に
よる訪問の継続

高齢者の相談窓口
の充実と見守り体制
のネットワーク強化

高齢者の相談窓口の
充実と見守り体制の
ネットワーク強化

90
91

高齢期 10
認知症に対する

サポート

◆地域包括支援センターでの相談対応、認知症サポーター養成講
座の開催、認知症高齢者を考える会への協力や認知症の講演会
等の開催。

・認知症サポーター養成講
座…これまで銀行や消防・
警察、市役所と職域までサ
ポーター養成講座を行って
きており、今後は教育現場
を通じて子どもやその親世
代に向けて、サポーター養
成講座を行い、幅広い世代
で地域の高齢者への理解
と見守り・支え合い体制づく
りをしていく。
・認知症高齢者を考える会
…合併前の旧野市町の時
代にできており、新規の会
員が増えていないこと、講
演会場所がのいちふれあ
いセンターで野市以外の住
民が参加しづらいことがあ
る。

・認知症サポーター養成講
座…引き続き市内の職域へ
サポーター養成講座を広め
る。市内の小中学校での生
徒向け、ＰＴＡ向けのサポー
ター養成講座の実施。
・認知症高齢者を考える会
…のいちふれあいセンター
以外での講演会の開催。認
知症カフェの開催。

介護特会（地域支援事業）

高

認知症サポーター養成講座
…市内の小中学校での生
徒やその親世代へのサ
ポーター養成講座の実施。
認知症高齢者を考える会…
講演会を広く市民に周知
し、興味のある、ためになる
講演会の内容になるよう開
催の支援を行っていく。新
規会員を増やす。(事務局
は香南市社会福祉協議会)
認知症カフェに年に２回参
加し、介護をしている家族
同士で不安や悩みなどを話
し合い、情報交換、アドバイ
スの機会とする。

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養
成講座の対象を、市
内の小中学生に広
げていく。市内で３
校がサポーター養
成講座を受ける。
・香南市内の企業に
もサポーター養成講
座を受けてもらう。２
カ所を目指す。
・認知症高齢者を考
える会で｢妻の病｣
の映画上映会をす
る。新規会員が５名
増加する。

○

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成
講座の対象を、市内
の小中学生に広げて
いく。市内でさらに、３
校がサポーター養成
講座を受ける。
・香南市内の企業に
もサポーター養成講
座を受けてもらう。２
カ所を目指す。
・認知症高齢者を考
える会で講演会の開
催。新規会員が３名
増加する。

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成
講座の対象を、市内
の小中学生に広げて
いく。市内でさらに、３
校がサポーター養成
講座を受け、全小学
校が受けることがで
きる。
・認知症高齢者を考
える会で講演会の開
催。新規会員が３名
増加する。

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成
講座の対象を、学校
のＰＴＡなど小中学生
の親世代にも対象を
広げる。２カ所で実施
を目指す。
・認知症高齢者を考
える会で講演会の開
催。新規会員が３名
増加する。

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成
講座の対象を、学校
のＰＴＡなど小中学生
の親世代にも対象を
広げる。さらに２カ所
で実施を目指す。市
内の全中学校でサ
ポーター養成講座を
実施できる。
・認知症高齢者を考
える会で講演会の開
催。新規会員が３名
増加する。

・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成
講座が広く市民に周
知され、サポーター
が認知症高齢者への
見守りや適切な対応
ができる。
・認知症高齢者を考
える会で講演会の開
催が継続でき、市民
への普及啓発の機会
となる。

◆
安
全
・
見
守
り

◆
健
康
管
理

◆
医
療
・
福
祉

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート
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（２７年度）
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水
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学
習
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年
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齢
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齢
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介
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健
康
対
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民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

高齢期 11

認知症初期集中
支援チーム・

認知症地域支援
推進員の設置

◆（新）認知症初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員の設
置…複数の専門職が認知症が疑われる人やその家庭を訪問し、
受診勧奨や本人家族へのサポートを行い、できる限り住み慣れた
地域で暮らし続けられるように、認知症施策や事業の企画調整等
を行う。

構成メンバーの要件を満た
す専門職の人材確保が困
難。

【効果】
・認知症初期集中支援チー
ム・認知症地域支援推進員
の設置…認知症の早期発見
治療による進行の抑制と、
本人や家族への支援に適切
なサービス調整を行い、でき
るだけ住み慣れた地域での
生活が継続できるようにして
いく。

介護特会（地域支援事業）

高

・認知症初期集中支援チー
ムが中核となって、認知症
の早期発見や治療を促すこ
とで、できるだけ住み慣れ
た地域での生活が継続でき
るようにする。

 ・認知症初期集中支
援推進員を配置し、
認知症初期集中支援
チームでの活動開
始。

・認知症初期集中支
援チームによる、訪
問や相談活動継続。

・認知症初期集中支
援チームによる、認
知症の早期発見、治
療者が増加する。

・認知症初期集中支
援チームの活動の拡
大により、認知症の
早期発見による進行
の抑制や本人、家族
の支援が強化され在
宅での生活が継続さ
れる。

３．高齢者の運動・社会活動等支援（健康で長寿）

93 高齢期 12
高齢者の自主活動

の支援

◆①いきいきクラブ事業（地域の高齢者の介護予防活動サークル
への支援）
　②自主グループ運動支援事業（地域の高齢者運動サークルの活
動支援）
　③高齢者クラブ助成事業の実施。

①山間部のいきいきクラブ
事業参加者の減少やボラ
ンティアの高齢化により後
継者の確保・育成が必要。
②自主運動グループのな
い地域があり、新規グルー
プの立ち上げと、既存グ
ループの継続活動への支
援が必要。
③新規加入者が少なく、会
員数の減少が進んでいる。

①②事業未実施地区への立
上げ支援を行い、身近な地
域で地域住民主体の介護予
防活動が展開・継続できるよ
う支援していく。
③新規加入者促進に向け活
動内容への支援を行ってい
く。

介護特会（地域支援事業）、
地域老人クラブ活動費補助
金（県）

高

○いきいきクラブ
事業と支援員派遣、ボラン
ティア対象の研修会の継続
により、地域における介護
予防の拠点として集会所や
公民館単位での実施ができ
る。
○自主運動グループ
健康運動指導士の派遣を
継続し事業を継続する。既
存事業の実施等により公民
館や集会所単位での実施
ができる。運動グループ参
加者が実行委員会となり交
流大会を主体に運営してい
く。

○いきいきクラブ
市内４２地区実施を
継続する
各地区に年１回は
支援員を派遣しボラ
ンティアへの指導及
び相談等の支援を
実施
新規立ち上げ（１地
区）

○自主運動グルー
プ
市内２３グループ
各地区に健康運動
指導士を年１回は派
遣し運動指導を実
施。
参加者代表と交流
大会を企画・運営す
る。

○

○いきいきクラブ
市内４２地区で実施
各地区に年１回は支
援員を派遣しボラン
ティアへの指導及び
相談等の支援を実施
新規立ち上げ（１地
区）
○自主運動グループ
市内２４グループ
各地区に健康運動指
導士を年１回は派遣
し運動指導を実施。
参加者代表と交流大
会を企画・運営する。

○いきいきクラブ
市内４２地区実施を
継続する
各地区に年１回は支
援員を派遣しボラン
ティアへの指導及び
相談等の支援を実施
新規立ち上げ（１地
区）
○自主運動グループ
市内２４地区で実施
各地区に健康運動指
導士を年３回は派遣
し運動指導を実施。
参加者代表と交流大
会を企画・運営する。

○いきいきクラブ
市内４３地区実施を
継続する
各地区に年１回は支
援員を派遣しボラン
ティアへの指導及び
相談等の支援を実施
新規立ち上げ（１地
区）
○自主運動グループ
市内２５地区で実施
各地区に健康運動指
導士を年４回は派遣
し運動指導を実施。
参加者代表と交流大
会を企画・運営する。

○いきいきクラブ
市内４３地区実施を
継続する
各地区に年２回は支
援員を派遣しボラン
ティアへの指導及び
相談等の支援を実施
新規立ち上げ（１地
区）
○自主運動グループ
市内２５グループ
各地区に健康運動
指導士を年１回は派
遣し運動指導を実
施。
参加者代表で組織す
る実行委員会支援を
行ない交流大会を企
画・運営する。

○いきいきクラブ
市内４３地区実施を
継続する
各地区に年１回は支
援員を派遣しボラン
ティアへの指導及び
相談等の支援を実施
新規立ち上げ（１地
区）
○自主運動グループ
市内３０地区で実施
各地区に健康運動指
導士を年４回は派遣
し運動指導を実施。
参加者代表で組織す
る実行委員会が交流
大会を企画・運営す
る。

高齢期 13
香南市社会参加

のための外出支援
サービス事業

◆身体障害者を移送用車両で送迎し、社会参加のための外出支
援を行う。　30時間／年

利用者が固定化している。 相談支援機関との情報共有
により、要綱の見直しも含
め、利用促進に向けて検討
していく。

無

福

障害者の在宅での生きが
い活動を助長するとともに、
介護者の労苦の軽減及び
障害者の自立と生活の質
の確保が図れるため継続
支援。

継続支援

▲

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

83 高齢期 14 軽スポーツの推進

◆激しい運動ができない世代に健康増進や交流を目的にペタン
ク、パークゴルフ、ゲートボール等の軽スポーツを推進する。

愛好者の増加を図る必要
がある。

まちづくり自治会等への道具
の貸出しや、スポーツ推進
員を派遣し、運営の補助を
する。

無

生

高齢者の健康増進と交流を
図る。

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者
数

○

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１５５
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１６０
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１６５
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１７０
人

パークゴルフ・ペタン
ク大会への参加者数
を増やしていく。１８０
人

高齢期 15 スポーツの推進

◆スポーツ教室及び各種スポーツ大会の開催や各種スポーツクラ
ブの活動支援を行っている。

全体の人口減も一因である
が、活動人口が減少してい
る。また、中核となる人材が
増えていかない。

チラシやポスターによる啓
発、広報活動やメディア
（ホームページやブログ）に
よりスポーツの魅力を発信
する。特にマリンスポーツの
推進についてはヨットの魅力
を発信する機会を増やして
いく。

無

生

スポーツ分野における人生
支援は、スポーツを始める
きっかけを発信すること、始
めたいと思ったときに気軽
に始められる環境作りが大
切になる。今まで通り地道
な広報活動を中心に幅広い
分野で教室等を開催し、ス
ポーツに触れる機会を提供
する。

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

高齢期 16
芸術・文化活動

の推進

◆文化協会、各種サークルの活動支援 文化協会の会員の高齢化
が進んでおり、後継者の育
成が急務となっている。

会の運営や指導、事務手続
きについて支援し、文化協会
の活動を広報するなど新た
な会員確保に努める、

無

生

指導者と後継者育成のため
の講習会の情報提供。行政
として活動、事務手続き等
の支援を行う。

継続して実施

▲

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

高齢期 17
ウォーキング
習慣の推進

◆（新）ウォーキングコースの設定及びウォーキングの推進【健・
生】

・順次ウォーキングコースを
設定し、住民への周知が必
要
・ウォーキング人口の増加
【健・生】

・広報等で住民に安全で安
心してウォーキングが楽しめ
る環境をアピール
・ウォーキング入門教室など
を開催し、始めるきっかけを
提供　【健・生】

無

健 生

ウォーキング人口の増加に
より健康指標（肥満割合等）
の改善を図る。【健・生】

野市、吉川地区の
コースの設定【健・
生】

○

・赤岡、香我美地区
のコースの設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・夜須地区のコース
の設定
・ウォーキング人口の
増加【健・生】

・ウォーキングマップ
の作成
・ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。【健・生】

ウォーキング人口の
増加。健康指標（肥
満割合等）の改善。
【健・生】

◆
安
全
・
見
守
り

◆
社
会
生
活
維
持

◆
健
康
長
生
き

（
生
涯
学
習

）

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート
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成
年
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地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

86
87

高齢期 18
三世代交流
イベント推進

◆町民運動会・親子マリンスポーツ教室・親子サッカー教室・三世
代交流凧揚げ大会・三世代交流地引き網大会等の開催をしてい
る。
◆地域密着型の三世代交流により、地域活性化を推進する。【生】

事業実施ｎが当日の天候に
よって左右され、参加予定
者、来場者への周知が難し
い。(生)

当日決定のため、電話対
応、現地対応に限定される。
また、天候に左右されない事
業の検討を行う。【生】

無

生 地

現状のまま継続。（三世代
交流凧揚げ大会：マスコミを
通じて周知されており多数
の参加者がある。親子地引
き網大会：香南市内全小学
校に文書で周知しており多
数の参加がある。）【生】

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

高齢期 19
まちづくり活動

参加支援

◆地域活性化総合補助制度（まちづくり協議会・自治会づくり）・市
民主役のまちづくり支援事業の補助制度がある。
補助金額：自治会…町内会加入世帯に２千を乗じた金額。協議会
は４千円を乗じた金額。市民主役は、補助金の上限は２０万円で補
助対象事業費（最大２５万）の８割補助。

自治会は、H27中に赤岡4
自治会、野市9自治会、夜
須1自治会が設立したが、
野市でまだ説明を行えてい
ない地域がある。また設立
済み自治会でも、活動を模
索中など支援体制が必要
である。
協議会は新たに夜須で設
立され、全10協議会で評議
会を行っているが、事業の
マンネリ化や役員の後継者
不足などの課題が明確に
なてきた。
市民主役については、継続
補助の要望もでてきそうで
ある。

野市でまだ説明を行えてい
ない地域があるため、説明
会を順次開催し設立を促
す。また設立済み自治会の
活性化を促すため地区担当
職員含め支援体制を確立す
る。
協議会は赤岡町での設立を
目指す。
市民主役については、継続
補助を検討する。

無

地

自治会…野市地区H30年度
までに、40自治会を立ち上
げる。1月末現在の結成率
40分の13自治会
赤岡地区H27年度までに、9
自治会を立ち上げる。1月
末現在の結成率9分の5自
治会
協議会…香南市全体でH31
年までに19協議会の結成を
目指す。１月末現在の結成
率19分の9協議会
市民主役…意向調査の結
果踏まえ、要項改正を考え
る

自治会…野市地区
で10地区の結成を
目指す。赤岡地区で
4地区の結成を目指
す。夜須地区で１自
治会の結成を目指
す。
協議会…夜須地区
１協議会、野市地区
２協議会を目指す。
協議会長を集めた
評議会を結成し、市
政について意見や
提言をいただく。
市民主役…意向調
査の実施。要項改
正。当初予算へ計
上。

○

自治会…野市地区で
10地区の結成を目指
す。
協議会…赤岡地区１
協議会、野市地区２
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…補助金の
説明会を開催する

自治会…野市地区で
5地区の結成を目指
す。
協議会…野市地区２
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する

自治会…野市地区で
2地区の結成を目指
す。
協議会…野市地区１
協議会を目指す。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する

自治会…全地域で
結成済み
協議会…野市地区１
協議会を立ち上げ全
地域で結成。
協議会長を集めた評
議会を結成し、市政
について意見や提言
をいただく。
市民主役…事業を継
続する。
　自治会・協議会、市
民主役の補助要綱
について、再検討す
る。

市のまちづくりの進め
方として、市の協議
会長を集めた評議会
を中心に考えて行く。
行政と市民の意見を
聞く協働のまちづくり
を進めるための諮問
機関としての役割を
備える組織を作る。

高齢期 20
高齢者

生涯学習講座

◆市内在住の65歳以上の高齢者を対象とした高齢者生涯学習講
座を野市中央公民館と夜須中央公民館で行っている。【生】

・男性の参加者が少ない、
男性の興味を引くような内
容の講座を開催する必要
がある。【生】

生

生活に密着した課題を取り
上げて学習し、事故の防止
や特殊詐欺を防ぐことや生
きがいづくりを支援する。

広報等で周知を図
り、より多くの高齢
者の参加を募る。ア
ンケートを実施し、
講師選定や事業内
容の見直しを図る。

○

広報等で周知を図
り、より多くの高齢者
の参加を募る。アン
ケートを実施し、講師
選定や事業内容の見
直しを図る。

広報等で周知を図
り、より多くの高齢者
の参加を募る。アン
ケートを実施し、講師
選定や事業内容の見
直しを図る。

広報等で周知を図
り、より多くの高齢者
の参加を募る。アン
ケートを実施し、講師
選定や事業内容の見
直しを図る。

広報等で周知を図
り、より多くの高齢者
の参加を募る。アン
ケートを実施し、講師
選定や事業内容の
見直しを図る。

広報等で周知を図
り、より多くの高齢者
の参加を募る。アン
ケートを実施し、講師
選定や事業内容の見
直しを図る。

92 高齢期 21

◆
支
援
後
継
者
の
育
成

地域ボランティア
活動支援

◆地域住民のボランティア活動に関する理解を深め、新たな活動
者の発掘、具体的な仲介等ボランティア活動の推進を図る。実施
主体は香南市社会福祉協議会。

継続的なボランティアの育
成

ボランティア募集情報誌「ボ
ランティア求人票」の発刊。
ボランティアセンターのチラ
シを作成するなど情報発信
に取り組む。

無

福

ボランティアセンター運営委
員会との連携によるボラン
ティア活動の推進

香南市社会福祉協
議会との連携強化

★

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

香南市社会福祉協
議会との連携強化

香南市社会福祉協議
会との連携強化

89 高齢期 22

◆
支
援
後
継
者
の
育
成

介護ボランティア
ポイント制度

◆65歳以上の方が、市の指定を受けた介護施設や介護予防事業
等でボランティアを行った場合にポイントを付与し、そのポイントに
応じて香南市ギフトカタログの商品と交換できる事業。

新たなボランティアの発掘
に加え、受入れ先の拡大が
必要。また、ボランティアの
コーディネイトが難しく、活
動内容が拡がっていかな
い。

新たな受入れ先として、香南
市内の保育園や幼稚園を受
入れ先として検討。また、新
規ボランティア養成のため、
啓発に取り組む。

介護特会（地域支援事業
費）

高

受け入れ施設や機関、ボラ
ンティア内容の拡充を図
る。

○ボランティアポイ
ント制度事業開始
・対象施設
介護保険施設（介護
老人福祉施設・介護
老人保健施設）及び
認知症対応型共同
生活介護、介護予
防事業（お達者教
室）地域活動支援セ
ンターあけぼの
・事前研修（年１回）
・制度活用者や対象
施設との意見交換

○

○ボランティアポイン
ト制度事業
・対象施設
介護保険施設（介護
老人福祉施設・介護
老人保健施設）及び
認知症対応型共同生
活介護、地域活動支
援センターあけぼの
他の高齢者や障害者
対象の通所・入居施
設
・事前研修（年２回）と
普及啓発

○ボランティアポイン
ト制度事業
・対象施設
介護保険施設（介護
老人福祉施設・介護
老人保健施設）及び
認知症対応型共同生
活介護、地域活動支
援センターあけぼの
他の高齢者や障害者
対象の通所・入居施
設,生活支援ボラン
ティア
・事前研修（年２回）

○ボランティアポイン
ト制度事業
・対象施設
介護保険施設（介護
老人福祉施設・介護
老人保健施設）及び
認知症対応型共同生
活介護、地域活動支
援センターあけぼの
他の高齢者や障害者
対象の通所・入居施
設,生活支援ボラン
ティア
・事前研修（年２回）

○ボランティアポイン
ト制度事業の定着化
・対象施設の定着化
介護保険施設（介護
老人福祉施設・介護
老人保健施設）及び
認知症対応型共同
生活介護、介護予防
事業（お達者教室）
地域活動支援セン
ターあけぼの他、高
齢者や障害者対象
の通所・入居施設、
生活支援ボランティ
ア
・事前研修（年２回）
・制度活用者や対象
施設定例会

○ボランティアポイン
ト制度事業の定着化
・対象施設の定着化
介護保険施設（介護
老人福祉施設・介護
老人保健施設）及び
認知症対応型共同生
活介護、介護予防事
業（お達者教室）地域
活動支援センターあ
けぼの他、高齢者や
障害者対象の通所・
入居施設、生活支援
ボランティア
・事前研修（年２回）
・制度活用者や対象
施設定例会

高齢期 ４．介護予防・心の準備

82 高齢期 23

◆
介
護
予
防

介護予防事業

◆①お達者教室
介護予防メニュー（運動・栄養・口腔・認知症予防・閉じこもり予防
等）を組み合わせた複合的プログラムを市内４会場で高齢者に提
供する。
   ②脳の健康教室
学習教材を使用し、地域のボランティアの協力や参加により脳の活
性化に効果的な日常生活の習慣をつける教室を提供する。
   ③楽笑マージャン倶楽部
健康マージャン講師による入門講座にて統一のルールを理解し、
「飲まない吸わない、賭けない」が原則の教室を半年間開催する。

①介護予防プログラムを複
合的に提供することにより、
要介護状態への移行防止
を継続していく。
②送迎・教材など行政が手
配しなければいけない内容
が多く、教室終了後家庭で
取り組みを継続しにくい。
③参加者の習得スピードが
違うため、教室についてい
けなくなることがあるため、
レベルに合わせての教室
運営が必要。

①運動機能向上、栄養改
善、口腔機能の向上、認知
症予防プラグラム等を提供し
自立支援に取り組んで行く。
②地域で、集まって継続して
活動が行えるような仕組み
づくりをしていく必要がある。
③講師と相談し、受講者のレ
ベルを考慮しながら、参加者
みんなが継続していける体
制づくりが必要。

介護特会（地域支援事業
費）

高

①高齢者が要介護状態へ
移行することを防止する。
②認知症予防や進行防止
を図る。
③認知症予防や交流の機
会をつくる。

①お達者教室
H29年度から日常生
活支援総合事業へ
と位置づけされるた
め、参加人数の増
加が考えられ、要介
護状態への移行防
止を目的に自立支
援に取り組んで行
く。
②脳の健康教室
虚弱高齢者・認知症
が疑われる方をフォ
ローする場として継
続して教室を実施す
るとともに、地域で
行える認知症予防
の取り組みを計画す
る。
③楽笑マージャン倶
楽部
広報やポスターなど
で呼びかけを行い、
参加者を募り、教室
を開催するととも
に、6ヵ月の教室終
了後、自主グループ
化に向けての支援
を行っていく。

○

①お達者教室
日常生活支援総合事
業移行に向けての課
題を明確にし要介護
状態への移行防止を
目的に自立支援に取
り組んで行く。
②脳の健康教室
虚弱高齢者・認知症
が疑われる方をフォ
ローする場として継続
して教室を実施すると
ともに、自主グループ
活動をするための環
境・人材のの調整を
実施する。
③楽笑マージャン倶
楽部
入門講座は継続して
行い、自主グループ
活動の支援を行って
いく。

①お達者教室
日常生活支援総合事
業でのサービス確保
に努めるために支援
者の人材育成やボラ
ンティアの普及啓発
に努める。
②脳の健康教室
虚弱高齢者・認知症
が疑われる方をフォ
ローする場として継続
して教室を実施すると
ともに、地区での自主
グループを育成し支
援を行っていく
③楽笑マージャン倶
楽部
入門講座は継続して
行い、自主グループ
活動の支援を行って
いく。

①お達者教室
日常生活支援総合事
業でのサービス確保
に努めるために支援
者の人材育成やボラ
ンティアの普及啓発
に努める。
②脳の健康教室
虚弱高齢者・認知症
が疑われる方をフォ
ローする場として継続
して教室を実施すると
ともに、地区での自主
グループを育成し支
援を行っていく
③楽笑マージャン倶
楽部
入門講座は継続して
行い、自主グループ
活動の支援を行って
いく。

①お達者教室
複合的な介護予防プ
ラグラムを提供し、自
立支援に取り組み、
生活機能の維持向
上を図る。
②脳の健康教室
虚弱高齢者・認知症
が疑われる方をフォ
ローする場として継
続して教室を実施す
るとともに、地区での
自主グループを育成
し支援を行っていく
③楽笑マージャン倶
楽部
講座及び自主グルー
プの活動場所を、香
我美町や夜須町など
へ広げていく。

①お達者教室
地域での介護予防事
業の拠点として、要
介護状態への移行を
防止し、地域交流も
活動的に取り組んで
行く。
②脳の健康教室
地区での自主グルー
プが増加し、継続して
活動を行えるように
支援していく。
③楽笑マージャン倶
楽部
野市町、香我美町、
夜須町、赤岡町、吉
川町で自主グループ
活動が行え、年に数
回の交流会を行う。

高齢期 24
エンディングノート

の作成支援

◆より自分らしく生き、自分らしく最後を迎えられるように、財産・葬
儀・相続等について希望を書き留めておくエンディングノートの作成
について紹介。

エンディングノート（わたし
の楽笑人生～いきいきノー
ト～）は作成し配布は行っ
ているが、その後の活用状
況の確認はしていなかった
ため新規利用者への説明
もかねて普及啓発を行って
いく必要がある。

すでに実施されているいきい
きクラブや自主運動グルー
プ等への活用状況の確認を
行う。また一般住民へも県社
協などの研修会を通して普
及啓発を行う。

無

高

エンディングノート活用の普
及啓発を行う。

高知県社会福祉協
議会によるエンディ
ングノートの研修会
を開催し、エンディン
グノート活用の目
的、意義を伝える。 ○

エンディングノート配
布後の活用状況や家
族や友人等との話し
合いはできているの
かいきいきクラブで意
見交換を行う。

エンディングノート配
布後の活用状況や家
族や友人等との話し
合いはできているの
か自主体操教室等で
意見交換を行う。

各自主運動教室やい
きいきクラブででた意
見をまとめてエンディ
ングノートの改善点
等を検討する。

香南市内の介護予
防教室等でエンディ
ングノートの普及啓
発を行う。

各教室やクラブ等で
の新規利用者に対し
ても研修会を開催し
継続してエンディング
ノートの普及啓発を
行う。

◆
心
の
準
備

◆
交
流
・
社
会
活
動

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課
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【別冊-１】各課の事業概要　平成28年度作業シート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目
（２７年度）

H27実績に
対する評価

２年目
（２８年度）

３年目
（２９年度）

４年目
（３０年度）

５年目
（３１年度）

１０年目
（３６年度）

短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 短期目標 達成率（％）

別冊
２の
関連
No H27の課題 H28に向けた対策

学
校
教
育

幼
年

就
学

商
工
水
産

環
境
対
策

生
涯
学
習

熟
年

高
齢

高
齢
者
介
護

健
康
対
策

市
民
保
険

計　　画　・　目　　標

項目 事業名 説　　　明
補助
有・無

区分 Ｎｏ

事　業　概　要 期の重複
担当課

成
年

人
権

地
域
支
援

この事業に対する目標

福
祉
事
務
所

こ
ど
も

高齢期 25 公営墓地の充実

◆将来的な需要を見極めながら市民が永代安心して利用できる公
営墓地の充実及び必要性について検討する。

市内に点在する個人墓地
については無許可墓地等、
多数含まれており、把握で
きない状況、今後の需要を
見極めることは困難。また、
市営墓地（赤岡町）につい
ては、管理台帳が無く、使
用状況が不明な状態にあ
る。

まずは市営墓地（赤岡町）の
管理台帳の整備が必要であ
り、それに伴い使用状況を把
握し、適正な管理に努める。
また、個人墓地についても設
置状況を把握していく必要が
ある。公営墓地の充実及び
必要性について、霊園公社
と連携していく。

無

環

市営墓地の管理台帳の作
成目標を５年後とし、その
後、１０年先を目処に個人
墓地台帳を作成する。

市営墓地の管理台
帳の整備に努める。

▲

市営墓地の管理台帳
の整備に努める。

市営墓地の管理台帳
の整備に努める。

市営墓地の管理台帳
の整備に努める。

市営墓地の管理台
帳を整備する。

個人墓地台帳の整備
に努める。
公営墓地について霊
園公社と連携してい
く。

高齢期 ５．就業支援

94 高齢期 26

◆
い
き
が
い
就
業

定年後の
再就職支援

◆シルバー人材センターの紹介や事業委託。 平成22年度より、国の補助
限度額が大幅に引き下げら
れ、運営が難しくなってお
り、経費節減やホームペー
ジのリニューアルやリーフ
レット配布等の広報に努め
ているが、全国的にも受注
件数が伸び悩んでいる。今
後、団塊の世代の退職者も
増加しており、就労支援の
中核機関として役割は重要
となる。

補助金を交付しながら新規
会員の確保に繋がるようシ
ルバー人材センターの周知
の支援を行う。

無

高

新規会員の確保の支援を
行いながら、シルバー人材
センターへの業務委託内容
の見直し

シルバー人材セン
ターの周知の支援
や会員への研修

○

シルバー人材セン
ターの周知の支援や
会員への研修

シルバー人材セン
ターの周知の支援や
会員への研修

シルバー人材セン
ターの周知の支援や
会員への研修

新規会員の確保の
支援を行いながら、
就業ニーズにあった
業務委託内容の見
直し

新規会員の確保の支
援を行いながら、就
業ニーズにあった業
務委託内容の見直し

高齢期 ６．生活環境支援

高齢期 27

◆
生
活
相
談

消費生活相談

◆多重債務、通信販売やネット販売によるトラブル、架空請求、還
付金詐欺などの窓口相談を実施している。【全国一律】

相談業務は行っているが、
市の専門相談員がいない
ため、市で問題解決ができ
るまでの体制が整っていな
い。専門の相談員を配置す
るか、広域での相談体制を
整える検討が必要がある。

県消費生活センターと連携
を取り、相談者の問題解決
につとめる。

地方消費者行政活性化交
付金　1/2

商

住民に対して、消費者行政
の啓発を行い、相談窓口を
充実させる。

継続して実施

○

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

高齢期 28
粗大ごみ高齢者
世帯等個別回収

◆６５歳以上の高齢者世帯又は障害者のみの世帯で、運搬手段が
なく依頼できる親族もないなどの理由で、受入施設に搬入すること
が困難な世帯を対象に年２回実施している。

平成26年度の申請数は34
件、平成27年度の申請件
数は53件と毎年要望がある
ため、引き続き住民への周
知し事業を継続する必要が
ある。

・市広報への掲載はもちろ
ん、町内会宛ての文書や回
覧文等のなかに近隣で暮ら
している高齢者の方への周
知をお願いするなど、住民間
での情報伝達の協力をお願
いする。
・自治会等のなかで見守りも
含めて、地域で取り組めるよ
うに啓発を進める。

無

環

高齢者の割合が多い香南
市では、これから先高齢者
の単独世帯等が増加してい
くと考えられる。こうした状
況から、個別回収はこれか
らも継続して実施していく必
要がある。今後も実施して
いくなかで、改善点（回数、
実施時期等）があれば対応
していく。

継続して実施する。

○

継続して実施する。 継続して実施する。 継続して実施する。 継続して実施する。 継続して実施する。

高齢期 29
粗大ごみ区域

の見直し

◆旧町村単位で実施している粗大ごみの持込場所と区域をなくす
ことで、持込日、持込場所を選択でき持込可能日も増える。区域の
見直しに向け、今後施設周辺住民等と協議をしていく。

粗大ごみ施設の区域開放
により天候等諸問題での持
ち込み数量の増加があると
ともに、指定日の交通量増
加も見込まれ、近隣住民の
理解を得ることが課題であ
る。

H29より全区域開放を実施す
るにあたり、吉川町の粗大ご
み置場への搬入が増加する
見込みであるため、敷地内
にある旧吉川共同集出荷貯
蔵施設を解体する。

無

環

H29より全区域開放を実施
する。

一時保管施設周辺
の関係自治会等と
の協議を行う。

×

一時保管施設周辺の
関係自治会等との協
議を行う。
また吉川町の粗大ご
み置場の敷地内にあ
る旧吉川共同集出荷
貯蔵施設を解体す
る。

全地域の区域開放を
行う。

全地域の区域開放を
行う。

高齢期 ７．人権相談・支援

高齢期 30
高齢者虐待
相談窓口

◆DV被害等に対し、各種支援内容を関係機関と連携し広報、啓発等
を推進【高】【福】
◆障害者虐待に対し、関係機関と連携し広報、啓発等を推進【高】
【福】

高齢者の増加により高齢者
虐待に関する相談が増加し
ている。【高】【福】

毎年ネットワーク会議を開催
し、ネットワークの強化に取
り組んでいく。【高】【福】

無

高 福

継続支援　【高】【福】 継続支援

－

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援

高齢期 31
家庭内暴力・

DV相談室

◆生活全般に関わる相談業務を人権課及び赤岡･吉川市民館にお
いて、日々行っており家庭内暴力・ＤＶ相談を含めた相談等があれ
ば関係機関と連携して対応している。【人】

相談窓口の周知が必要。
【人】

市民館だよりや窓口表示を
行い、周知に努める。【人】

無

人

ＤＶや家庭内暴力等の防
止・根絶【人】

継続して実施

－

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

高齢期 32 成年後見相談

◆司法書士による無料相談受付【高】
◆認知症、知的障害、精神障害、高齢等により判断能力がない方
の人権擁護のため成年後見の市長審判請求や報酬を助成する。
【高】【福】

成年後見制度利用者の増
加に伴う、後見人受任者の
確保が必要。【高】【福】

リーガルサポート高知、ぱあ
となあ高知などの専門職と
のつながりを密にし、後見人
確保に努めると共に、香南
市社会福祉協議会と連携
し、法人後見の拡大や市民
後見人の活用により、後見
制度の啓発や後見受任者の
確保を行っていく。【高】【福】

介護特会（地域支援事業）
地域生活支援事業　国1/2
県1/4

高 福

適切な制度利用を行ってい
くための、住民、事業所の
制度理解を促すため、制度
の啓発に努めると共に、い
つでも相談できる体制を整
える。また、後見制度の広
がりに伴い、後見受任者の
不足が心配されるため、後
見受任者の確保の方策とし
て、市民後見人の育成を検
討していく。【高】【福】

市民、事業所に向け
て、制度をより理解
してもらうための啓
発を行いながら、い
つでも相談、対応で
きる体制を整える。

○

市民、事業所に向け
て、制度をより理解し
てもらうための啓発を
行いながら、いつでも
相談、対応できる体
制を整える。

市民、事業所に向け
て、制度をより理解し
てもらうための啓発を
行いながら、いつでも
相談、対応できる体
制を整える。

市民、事業所に向け
て、制度をより理解し
てもらうための啓発を
行いながら、いつでも
相談、対応できる体
制を整える。

市民、事業所に向け
て、制度をより理解し
てもらうための啓発
を行いながら、いつ
でも相談、対応でき
る体制を整える。

成年後見制度利用者
の増加に伴い、受任
者の確保が必要とな
るため、市民後見人
の養成を香南市社会
福祉協議会と協働し
て行っていく。

◆
人
権
・
相
談

◆
ご
み
出
し

◆
心
の
準
備

担当課の略称…（高）：高齢者介護課、（健）：健康対策課、（保）：市民保険課、（福）：福祉事務所、（こ）：こども課、（学）：学校教育課、（生）：生涯学習課、（商）：商工水産課、（環）：環境対策課、（人）：人権課、（地）：地域支援課


